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日本中央競馬会 平成 20 事業年度事業報告 

 

平成 20 年度は、「経営の基本方針」に基づいて設定した経営目標（基本目標：①開催

回数 36 回・開催日数 288 日の着実な施行、②総参加人員対前年比 100％超、③発売金

対前年比 100％超）を実現するため、ライブ競馬への参加を促進するとともに、「競馬

の迫力、馬の美しさ、推理の楽しみ」を多くのお客様に体感していただけるよう、新規

施策である「ＪＲＡプレミアム」「ＪＲＡプラス 10」をはじめとして、様々な施策に取

り組みました。 

通常の払戻金に売得金の 5％相当を上乗せして払い戻す「ＪＲＡプレミアム」は、中

山金杯・京都金杯・日本ダービー・有馬記念及び有馬記念当日の中山競馬・阪神競馬・

中京競馬の全特別競走を対象として実施しました。また、通常の払戻金が 100 円元返し

となる場合に売得金の範囲内で 10 円を上乗せして払い戻す「ＪＲＡプラス 10」は、全

競走を対象として実施し、それぞれ多くのお客様にご参加いただき、ご好評をいただき

ました。 

発売金の減少が続く厳しい経営環境の中、平成 19 年の法改正の趣旨を踏まえて改正

した新たな組織体制のもと、競馬の振興や事業の効率化等について様々な取組みを行い

ました。中でも、夏季競馬期間である 7月中旬から 9月上旬にかけての開催を「ＪＲＡ

サマーステージ」として、3 連単の全競走発売をはじめとする各種施策を実施しました。

3 連単全競走発売については、レースの推理・予想の楽しみの幅を広げ、午前中から来

場されるお客様が増加するなど、多くのお客様からご支持をいただくことができました。

その他、競馬場への来場を促進するため、入場料を無料とする「フリーパスの日」を設

定するとともに、新馬競走の注目度を高めるため、愛称を「メイクデビュー」とするな

ど、夏季競馬の盛り上げを図りました。これらの施策については、秋季競馬も継続して

実施し、年間を通じて競馬の振興を図ってきました。 

11 月には、アジア・大洋州・中東等 20 か国、19 の競馬統括団体で構成されるアジア

競馬連盟の機関会議「アジア競馬会議」が昭和 60 年以来 23 年ぶりに日本で開催されま

した。この「アジア競馬会議東京大会」を通じて、平成 19 年に「国際せり名簿基準委

員会」※１から「パートⅠ」国※２と認められ、名実ともに競馬の一流国となった日本の

競馬を、広く世界にアピールすることができました。 

競走面では、激戦の天皇賞（秋）を制したウオッカや、牝馬としては 37 年振りに有

馬記念を制したダイワスカーレットなど、牝馬の活躍の目立った年となりました。また、
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3 月にデビューした三浦皇成騎手が、武豊騎手が持つＪＲＡ新人騎手最多勝利の記録を

21 年振りに更新し、年間 91 勝を挙げる活躍を見せました。 

このように、中央競馬は年間を通して大いに盛り上がり、総参加人員は前年を上回り

ましたが、発売金は僅かに前年を下回る結果となりました。 

なお、本年度に実施した主な施策及び実績は、以下のとおりです。 

 

（１）競馬番組の充実 

外国馬が出走しやすい環境を整えるため、ジャパンカップダートの施行時期・施行

競馬場・距離を変更したうえで、秋季の国際ＧⅠ競走及びワールドスーパージョッキ

ーズシリーズを「ジャパン・オータムインターナショナル」とシリーズ化して実施し

ました。海外の競馬関係者はもとより、海外メディアに対しても積極的な広報活動を

行った結果、各競走に外国馬が出走するなどシリーズを盛り上げました。 

また、競走内容の充実を図るため、朝日杯フューチュリティステークス及び阪神ジ

ュベナイルフィリーズの施行時期を変更し、12 月の競馬開催全体の盛り上げを図り

ました。 

（２）お客様サービスの推進 

ＪＲＡでは、経営の基本方針に「お客様を第一に」と掲げており、お客様サービス

施策は、その中核となるものです。本年度は、ライブ競馬への参加促進を柱として、

「CLUB KEIBA」をキーワードに、お客様に競馬を楽しんでいただけるよう様々な取組

みを行いました。 

① ライブ競馬への参加促進 

広告プロモーションに合わせて、グループでの競馬への参加を促すため、「CLUB KE

IBA」をキーワードに、趣向を凝らしたオープンキャンペーンや競馬場内でのクロー

ズドキャンペーンなどを実施し、新たなお客様の誘引を図りました。 

② 場外発売所の拡充 

発売網を拡充させ、新たなお客様の参加を促進するとともに、お客様の利便性向上

を図るため、6 月 21 日に横浜市で 3 箇所目となる場外発売所「ウインズ新横浜」を

開設しました。 

③ 電話投票の利便性の向上 

電話投票への即日加入や競馬開催日に入出金が可能である即ＰＡＴの対応銀行は、

三井住友銀行及び三菱東京ＵＦＪ銀行を新たに加えて計 4行となりました。これによ
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り、さらに多くのお客様に電話投票へ参加いただける体制を整えました。 

（３）本年度の実績 

ＪＲＡは、事業計画に基づき 36 回、288 日の競馬開催を施行するとともに、積極

的な施策展開を図って参りましたが、発売金については対前年比 99.6％となり、平

成 10 年以降 11 年連続して前年実績を下回る厳しい結果となりました。 

開催競馬場における入場人員は 98.1％と前年実績を下回りましたが、電話投票の

参加人員が 107.2％と大幅に増加したため、総参加人員※３は 103.6％となり、これま

での最高値であった前年の実績を上回りました。 

一方、財務面では、約 2,850 億円の国庫納付を行うとともに、事業運営の合理化・

効率化に引き続き取り組み、事業費用（売得金から勝馬投票券の払戻金及び国庫納付

金を除く）の更なる圧縮を図ったところ、当期末未処分利益剰余金（当期純利益）は、

198 億 7,036 万 9,252 円（対前年比約 9 億円の減少）となり、対売上収益率（剰余金

を売得金額で除した数値）は 0.72％（前年実績 0.75％）となりました。 

なお、発売金及び競馬場入場人員の実績の詳細については、以下のとおりです。 

① 発売金等の実績 

本年度は、10 競馬場、38 場外発売所、盛岡、水沢、佐賀、荒尾の地方競馬場及び

電話投票（電話投票所 14 箇所）において勝馬投票券発売業務を実施しました。 

発売金総額は対前年比 99.6％（約 106 億円減）となりました。発売金に占める重

賞競走の割合は 31.2％（前年実績 31.3％）、ＧⅠ（JpnⅠ）競走の割合は 15.3％（前

年実績 15.6％）となりました。ＧⅠ（JpnⅠ）競走の発売金は対前年比 98.0％でした

が、全 21 競走中 7競走は前年実績を上回りました。 

また、現金投票における一人当たり購買額は 16,199 円（対前年比 95.4％）、電話

投票における一人当たり購買額は 14,916 円（対前年比 97.2％）となりました。 

 

 

①開催回数・開催日数 36 回・288 日 

②競走回数 3,452 競走（前年実績 3,453 競走） 

③出走延頭数 50,215 頭（前年実績 48,788 頭） 

④勝馬投票券の発売金 2 兆 7,562 億 9,766 万 0,000 円（対前年比 99.6％）

⑤開催競馬場の入場人員 738 万 9,749 名（対前年比 98.1％） 

⑥総参加人員※３ 1 億 7,768 万 0,929 名（対前年比 103.6％） 
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  対前年比 構成比(前年)      

発売金総額 

（内訳） 

 開催場における自場分 

    〃   他場分 

 パークウインズ 

ウインズ 

電話投票 

2 兆 7,562 億 9,766 万 0,000 円 

 

1,325 億 9,058 万 7,300 円 

751 億 4,206 万 3,700 円 

2,402 億 3,180 万 1,200 円 

8,886 億 9,701 万 8,800 円 

1 兆 4,196 億 3,618 万 9,000 円 

99.6% 

 

94.0% 

87.9% 

95.6% 

95.9% 

104.2% 

100.0% 

 

  4.8%( 5.1)

  2.7%( 3.1)

  8.7%( 9.1)

 32.3%(33.5)

 51.5%(49.2)

なお、式別毎の発売金の構成比率は次のとおりです。 

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3 連複 ３連単 

3.7％ 5.1％ 4.3％ 17.1％ 4.3％ 12.4％ 19.2％ 33.9％ 

(3.4％) (4.5％) (3.9％) (16.4％) (4.0％) (10.8％) (17.2％) (39.8％)

※上段は全競走、下段の（ ）内は 3連単発売競走の実績 

3連単発売競走 － 1月5日～7月13日は後半 4競走、7月19日～12月28日は全競走 

② 競馬場入場人員の実績 

競馬場の入場人員は、738 万 9,749 名と前年実績を下回りました。一方、女性入場

人員は、99 万 1,438 名と前年実績を上回り、総入場人員に対する構成比は 13.4％と

過去最高となりました。 

 

 

 

（注釈の解説） 

※１：国際せり名簿基準委員会（ＩＣＳＣ） 

 競走の水準などに基づき、世界の主な競馬開催国を格付けする国際的な機関のこと。ここ

で認定された格付けは、競走馬の市場取引時に作成される「せり名簿」に反映される。 

※２：パートⅠ国 

国際せり名簿基準委員会が認定する競馬開催国に対する格付けのうち、最上位の格付け。

パートⅠ国には、一定以上の競走水準や賞金額等が条件とされており、アメリカ、イギリス、

フランスなどの競馬の一流国(日本を含む 16 か国)がパートⅠ国として認定されている。 

※３：総参加人員 

開催競馬場の入場人員にウインズ、パークウインズ及び電話投票等の利用者を加えたもの。 

  対前年比 構成比(前年)       

開催競馬場入場人員 

  うち女性入場人員 

738 万 9,749 名 

99 万 1,438 名 

98.1% 

100.9% 

 

 13.4%(13.0) 
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Ⅰ 平成 20 年度事業計画に掲げた各項目の実施概況 

１．競馬番組等に関する計画 

本年度は、10 競馬場において、延べ 36 回、288 日の競馬を施行しました。開催競

馬場別開催実績及び競走実績は別表（最終ページ）に記載しています。 

また、競馬番組等に関して、本年度取り組んだ内容は以下のとおりです。 

（１）競走体系の整備及び充実した競馬番組の提供 

競走体系の一層の整備を図り、充実した番組の提供を行うべく、以下の施策を実施

しました。 

① 開催日割について 

年間を通じた安定的な出走機会の確保及び良好な芝馬場維持の観点から、春季の

第 1 回中京競馬を 10 日開催とし、第 1 回福島競馬を 6 日開催とするとともに、秋

季の第 3回福島競馬を 10 日開催とし、第 3回中京競馬を 6日開催としました。 

また、お客様の参加機会の拡大及び興行面での盛り上げを図る観点から、土・日

曜日以外の休日における競馬開催を 9 月 15 日（祝・月）及び 11 月 24 日（祝・

月）に実施しました。 

なお、降雪等の影響により、以下のとおり開催を振り替えて実施しました。 

・ 第 1 回東京競馬第 2 日〔2 月 3 日(日)〕は降雪のため開催を中止し、2 月 4

日(月)に代替競馬を実施しました。 

・ 第 2 回京都競馬第 3 日〔2 月 9 日(土)〕は降雪のため第 3 競走以降の競走を

中止し、2月 11 日(祝・月)に続行競馬を実施しました。 

・ 第 1 回東京競馬第 4 日〔2 月 10 日(日)〕は積雪のため開催を中止し、2 月

11 日(祝・月)に代替競馬を実施しました。 

② 国際交流競走の充実 

競走内容の充実を図る等の観点から、外国馬がより出走しやすい環境を整えるた

め、ジャパンカップダートの施行時期等を変更するとともに、4 週連続する秋季の

国際ＧⅠ競走（エリザベス女王杯・マイルチャンピオンシップ・ジャパンカップ・

ジャパンカップダート）及びワールドスーパージョッキーズシリーズについて、

「ジャパン・オータムインターナショナル」として国内外に広くアピールしました。 

また、海外主要競走の実施状況等を踏まえ、天皇賞（春）及び天皇賞（秋）につ

いて、馬も出走できるよう出走資格を変更し、前年のメルボルンカップ優勝馬に

対し、天皇賞（春）への優先出走権を付与することとしました。 
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③ 2 歳 JpnⅠ競走及びその他重賞競走の変更 

12 月の競馬開催全体の盛り上げ及び競走内容の充実を図る観点から、朝日杯フ

ューチュリティステークス及び阪神ジュベナイルフィリーズについて施行時期を変

更しました。なお、開催日割の変更やＧⅠ（JpnⅠ）競走の移設に伴い、競走内容

の充実及び興行的観点等から一部重賞競走の施行時期等を変更しました。 

また、年間を通じた有力馬の出走機会確保の観点から、1 月から 3 月に施行され

るアメリカジョッキークラブカップ・京都記念・中山記念のＧⅡ（JpnⅡ）競走 3

競走の負担重量を収得賞金によって加増する別定重量（賞金別定）から優勝した重

賞競走の格に応じて加増する別定重量（グレード別定）に変更しました。 

④ 外国産馬の取扱い等について 

「平成 17 年以降の競馬番組上の外国産馬の取扱いについて」に基づき、3歳馬 5

大特別競走における外国産馬()の出走可能頭数を各競走 6頭以内から 7頭以内に

拡大するとともに、が出走できる混合競走の編成率については引き続き 55％程

度としました。また、3（4）歳以上の平地の重賞競走及びオープン競走のうち、前

年同数の 111 競走を国際交流競走として施行しました。 

さらに、平成 21 年以降の外国産馬の取扱いについて、国内関係者と協議を重ね、

平成 21・22 年の２か年ですべての平地重賞競走を国際交流競走とすることと、

が出走できる混合競走の編成率については引き続き 55％程度とすることを決定し、

発表しました。 

⑤ 出走馬決定方法の見直し 

能力上位馬の出走を促進し、競走内容の充実を図る観点から、安田記念及びスプ

リンターズステークスについて、ジャパンカップ及びジャパンカップダートと同様

に、レーティングをもとに定める順位の上位 5頭に対して優先出走を認めることと

しました。 

また、競走内容の充実を図る観点から、未勝利競走及び 3（4）歳以上 500 万円

以下競走について、優先出走を認める前走成績の着順を「3 着以内」から「5 着以

内」に拡大しました。 

⑥ 有馬記念当日の競走数について 

有馬記念当日の競走数を、前年より 1競走増の 11 競走として実施しました。 

（２）サマーシリーズの実施 

夏季競馬の更なる振興を図るため、前年に引き続き、距離カテゴリー毎に 5つの重
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賞競走をシリーズ化しポイント制で競い合う「サマースプリントシリーズ」及び「サ

マー2000 シリーズ」を実施するとともに、両シリーズに騎乗する騎手がポイント制

で競う「サマージョッキーズシリーズ」を実施しました。 

（３）はくぼレース及び最終競走の発走時刻等について 

前年に引き続き、東京優駿（日本ダービー）当日の最終競走の発走時刻を 17 時と

し、同日の更なる盛り上げを図る観点から、最終競走に農林水産省賞典目黒記念

（JpnⅡ）を施行しました。また、お客様にゆったりと競馬を楽しんでいただけるよ

う、第 2 回函館競馬、第 1 回札幌競馬及び第 2・3 回小倉競馬において「はくぼレー

ス」を実施するとともに、第 3・4 回阪神競馬の最終競走を 16:40（宝塚記念当日は

16:50）に繰り下げて施行しました。 

（４）記念競走の実施 

記念競走としては、「中山競馬場開設 80 周年記念 初日の出ステークス」「エクセ

ル博多開設記念」「美浦トレーニング・センター開設 30 周年記念 春雷ステークス」

「ウインズ新横浜開設記念」「福島競馬場開設 90 周年記念 安達太良ステークス」

「ウインズ静内開設 30 周年記念 日高特別」「ウインズ道頓堀開設 30 周年記念 道

頓堀ステークス」「ウインズ新白河開設 10 周年記念 西郷特別」「日本人ブラジル移

住 100 周年記念 ブラジルカップ」「第 32 回アジア競馬会議東京大会記念」を施行し

ました。 

また、第 32 回アジア競馬会議東京大会の開催を記念して、第 5 回東京競馬第 1・2

日に「アジアウィーク」を実施し、一般競走名にもアジア競馬連盟に加盟する国名・

地域名を付して施行しました。 

（５）地方競馬との交流競走の整備・充実 

① 特別指定交流競走への申込み資格の変更 

特別指定交流競走に出走する地方競馬所属馬の質の向上を図るため、3 歳（3 歳

以上）500 万円以下の競走に申込みできないものとする馬の条件を、「出走申込締

切日までに出走した前 3 競走のいずれにおいても第 5 着以内の着順を得なかった

馬」から「出走申込締切日までに出走した前 2競走のいずれにおいても第 5着以内

の着順を得なかった馬」に変更しました。 

② 地方競馬との交流 

わが国の競馬の健全な発展を図るため、地方競馬との交流について以下の諸施策

を実施しました。 
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ア）ダート重賞 14 競走を中央競馬指定交流競走として施行し、そのうち 9 競走に

延べ 13 頭の地方競馬所属馬が出走しました。なお、地方競馬でのダート重賞交

流競走は 10 主催者で 35 競走を施行し、全ての競走に延べ 139 頭の中央競馬所属

馬が出走し、28 競走に優勝しました。 

イ）幅広く交流を促進するため、地方競馬（13 主催者）において 255 競走の条件

交流競走を実施し、延べ 1,477 頭の中央競馬所属馬が出走しました。 

ウ）芝のＧⅠ（JpnⅠ）競走とそのステップ競走を中央競馬指定交流競走として実

施し、そのうちＧⅠ競走にはコスモバルク（北海道）が 2競走に出走し、ステッ

プ競走には 8競走に延べ 9頭の地方競馬所属馬が出走しました。 

エ）地方競馬における 2 歳馬の認定競走は、12 の主催者において 343 競走を実施

しました。（金沢は県及び市の主催でそれぞれ実施） 

なお、地方競馬所属のまま出走できる特別指定交流競走には、2 歳では札幌 2

歳ステークス（JpnⅢ）で 2 着となったイグゼキュティヴ（北海道）をはじめと

して 26 競走に延べ 61 頭が、また、3 歳では、115 競走に延べ 151 頭の地方競馬

所属馬が出走しました。 

オ）地方競馬指定交流競走（ダート重賞競走・条件交流競走）には、本賞金額の

50％を上限として（九州産馬限定競走については 90％）交流競走協力金を交付

しました。また、認定競走には本賞金額の 90％（出走投票の結果 7 頭以下の競

走については 50％）を認定競走協力金として交付しました。 

 

２．お客様サービスに関する計画 

（１）お客様サービス施策の推進 

① 払戻金への上乗せ施策の実施 

お客様に利益を還元し、併せて競馬への参加を促進するため、剰余金を活用して

払戻金への上乗せ措置を実施しました。 

ア）中山金杯・京都金杯・東京優駿（日本ダービー）・有馬記念及び有馬記念当日

の中山・阪神・中京競馬場で施行された全特別競走の計 14 競走を、通常の払戻

金に売得金の 5％相当を上乗せして払い戻す「ＪＲＡプレミアム」として実施し

ました。 

  上乗せ総額 5,042,858,750 円 

イ）全競走を対象として、通常の払戻金が 100 円元返しとなる場合に、売得金の範
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囲内で 10 円を上乗せして払い戻す「ＪＲＡプラス 10」を実施しました。 

  件数 499 件  上乗せ総額 1,153,401,880 円 

② 夏季競馬の盛り上げ及び 3連単の全競走発売 

夏季競馬の盛り上げを図るため、第 2回新潟競馬・第 2回小倉競馬・第 2回函館

競馬及び第 3 回新潟競馬・第 3 回小倉競馬・第 1 回札幌競馬の期間（7 月 19 日～9

月 7日）を「ＪＲＡサマーステージ」と銘打って、各種振興策を実施しました。ま

た、3 連単については、従来、後半 4 競走の発売としておりましたが、ＪＲＡサマ

ーステージの初日から、全競走での発売に拡大しました。（ウインズ京都・梅田は

9月 13 日から拡大） 

③ 各種お客様サービス施策の展開 

新規のお客様を獲得し、また、既存のお客様にも楽しんでいただけるよう、レジ

ャー施設としてふさわしい環境づくり、多彩なお客様サービスイベントの実施など、

お客様のニーズに即した各種サービス施策を展開しました。 

競馬場・ウインズ等において実施した主なお客様サービス施策については、以下

のとおりです。 

ア）各競馬場及びウインズにおいて、年間の広報プロモーションと連動し、グルー

プでの来場によるお客様層の拡大や来場者の増加を図る全国的な来場促進キャン

ペーンを、3期に分けて実施しました。 

・ CLUB KEIBA スプリングキャンペーン 

全競馬場・ウインズ（4月12日～6月8日） 

ポイントカード参加者 252,090名 

賞品応募者 38,553名 

・ CLUB KEIBA サマーステージキャンペーン 

オープン懸賞（7月1日～8月10日） 

応募者 112,884名 

開催競馬場（7月19日～9月7日）   

抽選参加者 39,358名 

ウインズ・パークウインズ（7月27日、8月3日・10日・17日、9月7日） 

抽選参加者 197,420名 

・ CLUB KEIBA オータムキャンペーン 

オープン懸賞（9月30日～11月5日） 
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応募者 71,068名 

開催競馬場（11月9日・16日・23日・30日、12月7日） 

抽選参加者 46,053名 

イ）フリーパスの日の実施 

競馬場への来場を促進するため、競馬場入場料を無料とする「フリーパスの

日」を全 10 競馬場において 1 日ずつ実施し、併せて各種イベント等サービス施

策を実施しました。この結果、全競馬場合計で 287,779 名（対前年比 119.0％）

の入場者となりました。 

☆実施日及び入場者数 

7月27日(日) 函館競馬場   12,123名（対前年比 122.3％） 

8月 3日(日) 小倉競馬場 21,981名（   〃    121.1％） 

8月10日(日) 新潟競馬場  23,451名（   〃    124.9％） 

8月17日(日) 札幌競馬場   25,737名（  〃   142.6％） 

11月 9日(日) 東京競馬場 57,913名（   〃    133.2％） 

〃 京都競馬場 30,215名（   〃    104.0％） 

〃 福島競馬場 15,655名（   〃    125.1％） 

12月14日(日) 中山競馬場 34,070名（   〃     74.4％） 

〃 阪神競馬場 41,856名（   〃    169.7％） 

〃 中京競馬場 24,778名（   〃    115.1％） 

ウ）23 年ぶりの日本でのアジア競馬会議の開催を記念して、東京競馬場で 11 月 9

日をアジア競馬会議記念デーとして、ジョッキーマスターズ競走の開催やオグリ

キャップの展示をはじめとした各種イベントを実施しました。 

エ）競馬場・ウインズへの来場を促進するとともに、お客様への感謝の意を表する

ため、1月 5日に「お年賀記念タオル」（約 36 万枚）、12 月 14 日に「ＪＲＡ2009

年カレンダー」（約 45 万部）を競馬場・ウインズで配布しました。 

オ）新規のお客様の開拓のため、年間を通して、各競馬場で競馬教室を実施しまし

た。（開催回数 101 回 延べ参加者数 2,646 名） 

カ）企業とタイアップした各種イベントを、中山競馬場・東京競馬場・京都競馬

場・中京競馬場・ウインズ等で実施しました。 

キ）お客様をはじめ地域の人々に感謝の意を表するため、以下の競馬場で花火大会

を実施しました。 



- 11 - 

・ 東京競馬場  7月27日（日） 入場人員 54,546名 

・ 中山競馬場  8月 3日（日） 入場人員 41,751名 

・ 福島競馬場  8月23日（土） 入場人員 19,282名（ふくしまビッグフェアを共催） 

・ 中京競馬場 10月 5日（日） 入場人員 25,747名 

ク）お客様の注目度が特に高いアジア競馬会議記念デー（11 月 9 日）及び有馬記

念当日（12 月 28 日）に特別版レーシングプログラムを作成し配布しました。 

ケ）全国の競馬場において様々な「食のフェア」を開催するとともに、食堂・売店

のメニューの改善に取り組みました。 

コ）ウインズの来場促進を図るため、競馬評論家の原良馬氏によるレース展望を中

心としたイベントを全国各地のウインズで実施しました。また、企業とタイアッ

プし、各企業の顧客会員を対象に競馬観戦会を実施しました。 

④ 指定席の利用促進 

ア）在席投票「i-Seat」の拡大 

お客様サービスの向上と指定席の利用促進を図るため、ウインズ新横浜と京都

競馬場に在席投票「i-Seat」を新設しました。（ウインズ新横浜 240 席、京都競

馬場 243 席） 

イ）競馬場指定席のインターネット接続環境の改善 

東京競馬場メモリアルスタンド指定席及び新潟競馬場アイビススタンド 3階指

定席について、無線ＬＡＮ接続環境の整備を行いました。（東京競馬場は 1 月、

新潟競馬場は 12 月） 

⑤ 映像・音声サービスの改善 

各種メディアを利用した映像・音声サービスについて、以下のとおり実施しまし

た。 

ア）既存のアナログ方式映像伝送機器からデジタル方式映像伝送機器への更新を進

め、6 月 21 日からハイビジョン対応、フルデジタル化された新映像伝送システ

ムの運用を開始しました。 

イ）全国の映像装置のハイビジョン化を進めました。 

ⅰ）中京競馬場及びウインズ錦糸町東館の中型映像装置を更新しました。（中京

競馬場は 9月、ウインズ錦糸町は 10 月） 

ⅱ）全国のＩＴＶモニターのハイビジョン化と大型化に引き続き取り組みました。

（約 5100 台更新） 
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ウ）中山競馬場のターフビジョンについて、より鮮明で迫力ある映像を提供できる

よう、ハイビジョン対応のマルチビジョン化に向けた工事に着手しました。（平

成 21 年 9 月運用開始予定） 

エ）通過ラップタイムのＩＴＶ画面等への自動表示をＧⅡ（JpnⅡ）以上の競走に

おいて実施しました。また、これまで同様、車載カメラやマルチビジョン対応カ

メラ等の特殊カメラを活用し、よりわかりやすく迫力あるレース映像を提供しま

した。 

オ）新映像システムによる音声の伝送技術について研究を行い、音声のステレオ化

等の実験を行いました。 

⑥ ＪＲＡホームページの運用、メールマガジン「JRA Mail News」の配信 

ＪＲＡホームページには、1 年間で約 19.4 億ページビュー（ページビュー＝延

べアクセス数。以下、PV）（対前年比 132.5％）とこれまでで最高のアクセスがあ

りました。その内訳はパソコンサイトが約 13.6 億 PV(同 129.1％)、携帯サイトが

約 5.7 億 PV（同 140.8％）でした。1 日あたりの平均アクセス数は 530 万 PV でし

た。また、1 日あたりの最大アクセス数は有馬記念当日の約 1,620 万 PV(パソコン

サイト：1,089 万 PV、携帯サイト：530 万 PV)でした。 

本年、フェブラリーステークスの週から配信を開始したメールマガジン「JRA 

Mail News」の会員登録者数については、12 月 31 日現在で約 84,000 名となりまし

た。 

ア）ＪＲＡホームページにおいて、以下の機能追加等を実施し、コンテンツの充実

を図りました。 

ⅰ）パソコン版ＪＲＡホームページについては、機能の改善・充実として「出馬

表の馬柱における地方馬・外国馬の過去 4走の成績表示」、「騎手・調教師デー

タの当該年度全成績、競馬場別成績等の機能の追加」、「競走馬詳細情報の項目

の追加」、「ワンクリックアンケート」等を実施しました。 

ⅱ）「ＪＲＡサマーステージ」「アジア競馬会議の開催」「ジャパン・オータムイ

ンターナショナル」「ＪＲＡプレミアム・ＪＲＡプラス 10」など、各種施策と

連動した特設サイトを作成しました。 

ⅲ）降雪等の影響による競馬開催の中止や延期等について、迅速な情報提供を実

施しました。 

イ）ポータルサイト「Yahoo！ Japan」において、オークス及び日本ダービーの特
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集ページをそれぞれ 1 週間ずつ掲載し、同時に同サイトにおいて誘導用バナー広

告を展開することにより、前年比 106％のアクセス数がありました。 

ウ）ＪＲＡホームページにおける人気コンテンツである「注目レース」を充実させ

たことに加え、以下のとおりポータルサイトと連携することにより、前年を上回

るアクセス数を確保しました。 

ⅰ）宝塚記念について、「注目レース」のコンテンツへの誘導バナー広告を各種

ポータルサイトに出稿しました。 

ⅱ）菊花賞・天皇賞（秋）・ジャパンカップ・有馬記念について、それぞれ「注

目レース」への誘導バナー広告を各種ポータルサイトに出稿すると同時に、Ｊ

ＲＡホームページ内に「初心者向けコンテンツ」を作成・掲載しました。 

エ）平成 19 年 10 月から試行運用を行っていたメールマガジン「JRA Mail News」

について、2 月 22 日から本格配信を開始し、ＧⅠ競走が行われる週を中心に合

計 29 回（定期配信 26 回・号外 3回）の配信を実施しました。 

⑦ 案内体制の充実 

競馬場・ウインズに来場するお客様に、より良質できめ細かいサービスが提供で

きるよう、各事業所で従事員等へのスキルアップ講習を実施するなど案内・接客体

制の向上を図りました。 

また、競馬場・ウインズに来場するお客様の満足度を調査し、お客様のニーズを

把握するため、「顧客満足度調査」を 4 月に実施し、各種施策に反映するよう取り

組みました。 

⑧ 分煙化の推進 

受動喫煙防止について、確実な分煙化を実施するため、フロアの禁煙化を進める

とともに、排煙装置を整えた喫煙室を設置する等の分煙化を推進しました。また、

レーシングプログラムやポスターへの掲載、館内放送、ターフビジョン放映等を活

用し、分煙の呼びかけを実施しました。 

⑨ 調教後の馬体重の発表 

従来、馬体重については、競走当日、装鞍所において計測したものを発表してお

りましたが、本年の秋季競馬以降のＧⅠ（JpnⅠ）競走については、これに加えて、

水曜日もしくは木曜日の調教後に計測した馬体重についても木曜日に発表すること

とし、夏季競馬の一部重賞競走での試行実施を経て、スプリンターズステークスか

ら本格実施しました。 
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⑩ ファン投票の実施 

宝塚記念及び有馬記念のファン投票を実施しました。なお、有馬記念からは、携

帯電話による投票が可能なシステムを導入しました。 

有効投票件数は、それぞれ 117,591 票（前年比 84.3%）、197,909 票（同

128.1%）となりました。 

⑪ 競馬場・ウインズ内外の環境美化の推進 

競馬場及びウインズの構内外の美化推進を図る観点から、環境美化啓発ビデオを

放映するなど、お客様の環境美化に対する理解と協力を呼びかけ施設環境の美化に

取り組みました。 

（２）現金投票の拡充について 

① 勝馬投票券の購入機会の拡大及び利便性の向上を図るため、以下の施策を新たに

実施しました。 

ア）新規ウインズの開設 

38 番目の場外発売施設として、6 月 21 日から横浜市港北区にウインズ新横浜

を開設しました（投票所 6フロア、自動発売機 94 台・発払兼用機 54 台）。 

また、同ウインズの来場促進と知名度の向上を図るため、開設にあわせて広報

展開及びイベントを実施しました。 

イ）都市圏でのエクセル型場外の新規展開への取組み 

新規オープンしたウインズ新横浜に 2 タイプ（スタンダード 406 席・i-

Seat240 席）のエクセルフロアを設置しました。 

ウ）発売制限のある事業所について以下のとおり改善しました。 

ⅰ）種市場外において、従来は「各開催場メイン競走＋前日分」の発売であった

ところ、 

・1 月 19 日以降、岩手競馬が開催していない場合、「東主場後半 6 競走＋他場

メイン競走＋前日分」 

・4 月 5 日以降、岩手競馬が開催している場合、「東主場後半 2 競走＋他場メ

イン競走＋前日分」 

の発売としました。 

ⅱ）横手場外において、岩手競馬が開催していない場合、従来は「東主場全競走

＋他場メイン競走＋前日分」であったところ、「東主場全競走＋他場後半 4 競

走＋前日分」の発売としました。 
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ⅲ）ウインズ新宿において、従来は「東西主場全競走＋他場後半 4 競走＋前日

分」であったところ、6 月 21 日から、一部のＧⅠ競走施行日を除いて全競走

の発売としました。 

ⅳ）ウインズ京都において、従来は「枠連・馬連・馬単・ワイド・3 連複」が

「1000 円単位」であったところ、1 月 5 日から、ＧⅠ（JpnⅠ）競走当日を除

き「500 円単位」と発売単位の制限を緩和しました。 

② ウインズの利便性や魅力を向上し、ウインズの活性化に資するため、以下の取り

組みを行いました。 

ア）ウインズの改修 

お客様により快適にご利用いただけるよう、ウインズ梅田Ｂ館の改築工事に 6

月 30 日から着手しました。（平成 21 年 12 月一部竣工予定） 

イ）中型映像装置の更新 

迫力あるレース映像をウインズでも楽しんでいただく観点から、ウインズ錦糸

町東館の中型映像装置を更新しました。 

ウ）喫煙室の設置 

受動喫煙を防止するため、ウインズ渋谷・ウインズ錦糸町西館・エクセル田無

に喫煙室を設置しました。 

エ）その他の施設改善 

ウインズの滞在環境を改善するため、お客様エリアの椅子の増設、温水洗浄ト

イレへの改修、フロアの空調設備の改修などを進めました。 

オ）駐車場の整備 

お客様の利便性を向上させるため、ウインズ佐世保の駐車場を 1月 1日から無

料としました。また、ウインズ小郡の第 3駐車場の舗装整備を実施しました。 

③ ウインズ横浜Ａ館の土地・建物取得 

より安定的かつ効率的な事業運営のため、ウインズ横浜Ａ館について、4 月 1 日

に土地及び建物の一部を取得し、すべてＪＲＡの所有としました。  

（３）電話投票の拡充について 

電話投票に加入されているお客様及び新たに加入されるお客様の利便性向上等に資

するため、以下の施策を実施しました。 

① Ａ－ＰＡＴの新規会員募集を年間 24 回行いました。また、12 月 8 日から、これ

までのパソコン版ＪＲＡホームページと電話による受付に加え、携帯版ホームペー
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ジからの加入申込みを開始しました。なお、Ａ－ＰＡＴ会員の募集を競馬場・ウイ

ンズ等でも実施し、お客様の利便性の向上を推進しました。（Ａ－ＰＡＴ新規登録

会員数 59,963 名） 

② 即ＰＡＴの新規会員獲得のため、これまでのジャパンネット銀行、イーバンク銀

行に加え、1 月 5 日から三井住友銀行、10 月 25 日から三菱東京ＵＦＪ銀行を即Ｐ

ＡＴ対応銀行に追加しました。（即ＰＡＴ新規登録会員数 235,559 名、うち三井住

友銀行登録会員 44,322 名・三菱東京ＵＦＪ銀行登録会員 11,842 名） 

③ 11 月 8 日からＩＰＡＴ（パソコン）方式の投票メニュー画面のリニューアルに

合わせて、オッズ投票におけるフォーメーション・流し機能、購入資金自動配分機

能等の新機能を追加し、利便性の向上を図りました。 

④ 電話投票会員の参加率向上策として、電話投票会員向けキャンペーンを実施しま

した。 

4 月～6月 オッズ・マスターズ・グランプリ“ODDS×RACE”Edition 

11 月 クライマックス'08 オッズ・マスターズ・グランプリ 

また、勝馬投票の成績に基づき上位者の表彰や段位を付与するコンテストである

「ＩＰＡＴ馬券道場 2008」を、年間を通じて実施しました。 

⑤ ＪＲＡと電話投票会員との双方向ツールである「Club A-PAT」において、賞品提

供等のキャンペーンを実施しました。また、年間を通じて会員向けの「Club A-PAT

メール」を送信し（年間送信回数 111 回）、各種情報を提供するとともにＪＲＡホ

ームページへの誘導を図りました。（平成 20 年末会員数 1,071,644 名） 

⑥ 休眠会員に対してダイレクトメールを発送し、利用促進を図りました。（4 月に

約 24.5 万人、10 月に約 32.3 万人に発送） 

⑦ 12 月に全Ａ－ＰＡＴ会員及びＡＲＳ会員に対し、「オリジナル記念品」、「レーシ

ングスケジュール」他を送付し（約 230 万人）、感謝の意を表するとともに、電話

投票に関する各種サービス等についての案内を行いました。 

（４）広報活動の展開 

本年度は、中央競馬の顧客層の更なる拡大及び定着を目指し、以下の広報活動を展

開しました。 

① パブリシティ活動の充実 

競馬に関する話題性を喚起するとともに、競馬関係紙面の充実を図るため、マス

メディアへのきめ細かなパブリシティ活動を実施したほか、「優駿」など各種出版
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物を通じて競馬に関する情報を提供しました。 

また、ＪＲＡ賞や女性オピニオンリーダー競馬観戦会などの開催を通じて、競馬

への理解促進やイメージアップを図りました。 

② 中央競馬のイメージ向上とライブ競馬への参加促進（広告プロモーション） 

『CLUB KEIBA』をキャンペーン・キーワードに佐藤浩市・大泉洋・蒼井優・小池

徹平の 4名をＪＲＡナビゲーターに起用し、幅広い層をターゲットとしつつ、若年

層をはじめとする競馬未経験層や新規のお客様層に対しても、様々なシチュエーシ

ョンにおける多様な「競馬の楽しみ方」を訴求するプロモーションを実施しました。 

また、既存のお客様の一層の参加意欲の向上、新規のお客様の獲得、競馬から離

れているお客様の呼び戻しなどを目的として、平井堅のオリジナル楽曲に乗せて、

「Touch, Your Heart」のキーワードの下に人馬の関わり合いを印象的なコピー・

映像で表現したブランド広告も展開しました。 

これらの出稿にあたっては、テレビ・新聞をはじめとする既存メディアについて

はレース毎に出稿量にメリハリをつけ、また、Ｗｅｂサイトについては新たな広告

の柱にすべく様々な取組みを行うなど、それぞれの媒体が持つ特性を活かして効果

的に行いました。 

③ 競馬中継の安定的な提供等 

地上波テレビ・ラジオによる競馬中継は、お客様にレース映像・情報を提供する

重要な役割を果たしていることから、これら競馬中継を安定的に提供するとともに、

各局と連携して番組内容の改善に積極的に取り組みました。 

（５）お客様の利便性向上に資するシステムの充実及び開発について 

① ＩＰＡＴオッズ投票機能追加開発 

ＩＰＡＴ（パソコン）方式のオッズ投票機能の追加開発を行い、11 月 8 日より

サービスを開始しました。また、本開発においては、従来単独システムであったオ

ッズ投票機能をＩＰＡＴ（パソコン）システムに吸収することにより、回線の集約

によるランニングコストの削減を実現しました。 

② 指定席予約システムのインターネット予約対応開発 

現行のプッシュ式電話による予約方式に加え、パソコン及び携帯電話向けにイン

ターネットを利用した予約方式に対応したシステムの開発を引き続き行いました。

（平成 21 年完成予定） 

また、現行システムについて、指定席のレイアウト変更等に対応した開発を行い
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ました。（東京競馬場 4月、京都競馬場 10 月） 

③ ＪＲＡプレミアム及びＪＲＡプラス 10 の実施に関する対応 

払戻金への上乗せに係るシステムの運用を、1 月 5 日から開始しました。また、

オッズ及び払戻金が 100 円元返しとなる場合にＩＴＶ等で反転して表示するよう、

統合情報センタシステム（ＡＲＩＡＤＮＥ）サブシステムの更新にあわせて追加開

発を実施し、6月に運用を開始しました。 

④ ＪＲＡホームページ刷新関連開発 

ＪＲＡホームページの機能追加開発として、携帯版のリニューアル対応を行い、

6 月 17 日からサービスを開始しました。また、馬柱への地方馬・外国馬の成績の

追加やファン投票機能の改善等を行い、10 月 7 日からサービスを開始しました。 

なお、システム機器について、アクセス負荷の増大に対応するため、ファイアウ

ォール等のネットワーク機器を 12 月に更新しました。 

⑤ ウインズ新横浜開設に伴うシステム機器の設置 

6 月 21 日のウインズ新横浜開設に向けて、必要となるインフォメーションシス

テム機器（ＪＲＡ文字放送システム、ＩＰ通信情報提供システム、オッズボック

ス）及び回線を導入しました。 

⑥ 三菱東京ＵＦＪ銀行対応即ＰＡＴシステム開発 

三菱東京ＵＦＪ銀行を対象とした即ＰＡＴシステムの開発を実施しました。10

月 18 日よりモニター会員による試行運用を開始し、10 月 25 日より本格運用を開

始しました。 

⑦ 7 次ＡＲＳシステムキャリア追加開発 

より多くの電話投票加入者が通話無料で投票が可能となるよう、7 次ＡＲＳシス

テムにおいて、従来のＫＤＤＩ及びソフトバンクテレコムに加え、ＮＴＴコミュニ

ケーションズのＩＰ電話網も引き込み回線とするシステムの開発を実施し、10 月

より運用を開始しました。 

⑧ 投票照会サービス機能追加開発 

12 月より携帯電話（Ｗｅｂ）からのＡ－ＰＡＴ会員募集を可能とするなど、投

票照会システムを利用し、会員の募集チャネルの拡大を行いました。また、併せて

個人情報管理のセキュリティ向上及び会員情報の一元管理による運用の効率化のた

め、従来のパソコンからのＡ－ＰＡＴ会員募集機能も投票照会システムに移行しま

した。 
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⑨ 窓口の自動化及び 6次現金投票端末機への変更 

勝馬投票業務の円滑で効率的な運用を推進するため、窓口の自動発売機化を実施

し、5 次現金投票端末機を設置していた事業所（北海道・東北地区）に 6 次現金投

票端末機を導入しました。 

（６）その他お客様関連施設の改善及び整備について 

① 函館競馬場スタンド等整備工事 

多様化したお客様のニーズに対応し、開催時だけでなくパークウインズ時におい

てもお客様が安全で快適に過ごせる環境を整えるため、函館競馬場のスタンド等の

改築について、7月に着工しました。（平成 22 年 5 月竣工予定） 

② 京都競馬場淀駅高架化に伴う施設整備工事 

京都競馬場の最寄駅である淀駅が高架化されることに伴い、連絡通路の新設及び

入場門の改築について、引き続き施工中です。（平成 21 年竣工予定） 

③ 東京競馬場メモリアルスタンドエレベーター新設工事 

平成 19 年 8 月に着工した東京競馬場のメモリアルスタンドにお客様用エレベー

ターを新設する工事について、3月に竣工しました。 

 

３．競馬の公正確保に関する取組み 

（１）公正かつ安全な競走の施行 

① 公正確保の維持 

「公正確保」は、競馬に対する社会的信用を維持するうえでの根幹となるもので

あることから、主催者として最大限の努力を傾注してきました。公正確保上対応が

必要な事案に関して調査等を実施し、厩舎関係者に対し適宜指導を行うなど公正確

保の徹底に努めた結果、不正事案は発生しませんでした。 

② 騎手・調教師に対する制裁 

競馬開催における騎手に対する制裁は、戒告・過怠金が 679 件（うち、地方競馬

における戒告が 3件）、騎乗停止が 52 件でした。騎乗停止処分の内訳は、中央競馬

における進路の取り方によるものが 51 件（うち、第 1 着から第 3 着までに入線し

た馬の走行妨害が 13 件、その他の走行妨害が 36 件、走行妨害には至らない進路影

響が 2 件）、その他の事由によるものが 1 件でした。また、競馬開催における調教

師に対する制裁は、戒告・過怠金が 73 件（うち、地方競馬における戒告が 7 件）

でした。 
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③ 裁決業務の情報開示等の見直しと制裁基準の一部改正 

競馬の公正性・透明性確保の観点から、競馬に対する一層の信頼確保に資するた

め、「裁決業務の情報開示等の見直し」（速やかな確定に向けた手順の見直し、ＪＲ

Ａホームページ・成績上の情報開示の充実等）と「『進路の取り方』に対する騎手

制裁基準の一部改定」を行いました。（平成 21 年 1 月から運用開始） 

④ 研修会等の実施 

競馬の公正、安全及び円滑な施行に資するために、制裁点数制による騎手の再教

育（延べ 26 名に対して実施）、障害騎手研修、若手騎手研修、審判関係業務に関す

る調教師・騎手との意見交換会、報道関係者を対象とした審判関係業務に関する説

明会・研修会等を実施しました。 

⑤ 馬体検査の実施 

競走当日及び調教時に、出走予定馬を対象とした馬体検査を適正に実施し、競馬

の公正確保を図りました。 

⑥ 騎手の健康の保護及び競走の安全の確保 

騎手の健康保護及び競走の安全を図るため、「騎手の薬物使用に関する検査実施

要綱」に基づき、騎手に対するドーピング検査を実施しました。 

（２）不正事案の未然防止及び自主警備体制の実施 

お客様の安全確保及び場内外の秩序維持のため、自主警備を万全な体制で実施する

とともに、各関係機関と連携し、競馬の公正を阻害するおそれのある者の発見と排除

に努めました。また、競馬の公正性を確保するため、厩舎地区などの業務エリアにつ

いての警備を実施しました。 

（３）禁止薬物に関する取組み 

公正な競馬の実施に資するべく本年度についても引き続き禁止薬物の取締りに関す

る指導・啓発を行った結果、陽性事案は発生しませんでした。なお、禁止薬物に関す

る取組みについては以下のとおりです。 

① 日本中央競馬会競馬施行規程第 134 条に規定される理化学検査を適正に実施し、

また、当該検査機関である（財）競走馬理化学研究所が実施する競馬の公正確保に

関連する事業に協力しました。 

② 出走馬に禁止薬物が使用されることのないよう、厩舎関係者に対する指導・啓発

等の活動を実施しました。 

 



- 21 - 

（４）勝馬投票に関わる違法行為の防止対策 

① 未成年者の勝馬投票券購入防止対策 

未成年者の勝馬投票券購入防止対策として、職員等による指導注意活動を実施す

るとともに、レーシングプログラムやＪＲＡホームページ等の各種媒体を活用した

啓発措置等の広報活動を実施し、未然防止に努めました。 

② ノミ行為、違法インターネット賭事等の防止対策 

違法なインターネット賭事を防止するため、各種媒体における広報活動を実施し、

引き続きお客様に注意を喚起しました。なお、国境を越えて行われる違法賭事につ

いては、アジア競馬連盟（ＡＲＦ）及び国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）の各執

行協議会を通じて関係各国と協調しながら対応するとともに、負け馬に賭けること

ができる賭式として競馬の公正確保に悪影響を及ぼすことが懸念されているベッテ

ィング・エクスチェンジを実施している業者に対し、日本の競馬を賭事の対象にし

ないことや日本に居住する者から賭けを受け付けないことなどを強く求めました。 

また、競馬場・ウインズ周辺のノミ行為等の実態把握に努め、収集した情報を基

に警察当局と連携し摘発に協力しました。 

 

４．競馬の国際化への取組み 

（１）アジア競馬会議の開催 

日本では 23 年ぶりとなるアジア競馬会議（ＡＲＣ）を 11 月 9 日～14 日に開催し

ました。開催にあたっては、内外の関係諸団体と緊密に連携しながら綿密な準備を行

ったうえで、会議や様々な行事・イベントについて的確に運営し、参加者(33 カ国・

約 870 名)から高い評価を得ました。このアジア競馬会議を通じて、わが国の競馬や

生産について諸外国に対してアピールするとともに、お客様にもアジア競馬会議の開

催を意識していただけるよう、会議初日となる 11 月 9 日をアジア競馬会議記念デー

として、東京競馬場において様々なイベントを実施しました。 

（２）競走を通じた国際交流の推進 

① 外国の競走への中央競馬所属馬の参加実績 

中央競馬所属馬の外国の競走への出走を奨励し、ウオッカ、メイショウサムソン

など延べ 20 頭がアラブ首長国連邦、香港、アメリカ及びフランスの競走に出走し

ました。その中で、カジノドライヴがアメリカ・ベルモントパーク競馬場で行われ

たピーターパンステークス（ＧⅡ）に優勝し、また、ジャガーメイルがキャセイパ
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シフィック香港ヴァーズ（ＧⅠ）で３着の成績を収めました。 

② 国際交流競走への外国調教馬の参加実績 

本年より秋季の 4つのＧ１競走をジャパン・オータムインターナショナルとして

施行し、エリザベス女王杯に 2頭、マイルチャンピオンシップに 1頭、ジャパンカ

ップに 3頭、ジャパンカップダートに 2頭の外国調教馬が出走しました。その他、

中山グランドジャンプに 2 頭、安田記念に 3 頭の出走があり、年間延べ 13 頭が出

走しました。 

③ 交換競走の実施 

諸外国との交流の一環として、アメリカ、イギリス、アイルランド、ドイツ、ア

ルゼンチン、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、香港及びサウ

ジアラビアとの交換競走を実施しました。また例年、中京競馬場又は小倉競馬場で

開催しているアジアウィーク（マレーシア、シンガポール、タイ、インド、フィリ

ピン及びマカオとの交換競走）を、アジア競馬会議東京大会の開幕週に、東京競馬

場において実施しました。 

（３）国際シリーズへの参加及び振興 

世界規模でのスプリントチャンピオンを決定することを目的として、イギリスのア

スコット競馬場とニューマーケット競馬場、オーストラリアのレーシングビクトリア

リミテッド及び香港ジョッキークラブの各主催者と「グローバルスプリントチャレン

ジ」シリーズを実施し、全 8戦のうち日本ではセントウルステークスとスプリンター

ズステークスをそれぞれ第 5戦、第 6戦として施行しました。 

また、アジア競馬連盟（ＡＲＦ）加盟国地域の競馬の活性化と競走馬の交流を目的

とした国際マイルシリーズ「アジアマイルチャレンジ」をメルボルンレーシングクラ

ブ、ドバイレーシングクラブ及び香港ジョッキークラブと共に企画・運営し、日本で

は安田記念をシリーズ全 4戦の最終戦として施行しました。 

（４）海外の競馬統括機関との連携 

アジア競馬連盟（ＡＲＦ）の副会長国、国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）の執行

協議会メンバー国及びパートⅠ国として相応しい責務を果たすため、様々な国際会議

の場などにおいてリーダーシップを発揮し、日本の競馬の国際的地位の向上を図ると

ともに、海外の競馬統括機関と連携し、世界競馬の協調の促進、世界における人的ネ

ットワークの強化を図りました。 
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（５）裁決業務の国際協調 

競馬の国際化の進展に伴い、裁決業務に関する各国の相互理解を深め、また、共通

のルールを模索するため、「裁決業務の調和に関する委員会」を設置し協議を行って

いますが、本年はアジア競馬会議東京大会において議題のひとつである「騎乗停止期

間の相互適用」に関し、「処分国の停止期間を他国においても原則としてそのまま適

用する」ことを確認し、合意しました。 

（６）海外からの観光客等の競馬への参加促進 

海外からの観光客や在日外国人の競馬参加を促進するため、東京競馬場への観戦ツ

アーやメディアとタイアップした在日外国人の誘引策を実施するとともに、新たな勝

馬投票券ガイドや投票支援ツールを作成して外国人の受け入れ態勢をさらに整備しま

した。 

 

５．地域社会との連携協調への取組み 

（１）地域社会への貢献 

① 地域社会との連携協調 

「立川夏祭り」「横浜馬車道パレード」など、地元団体が主催する多くの催しに

乗馬や馬車を出演させたほか、近隣の学校教育機関等ではミニチュアポニーとのふ

れあい活動を展開するなど、「馬」を活用した地域密着型の協力を行いました。ま

た、町内会・自治会等地元関係諸団体の行う事業活動に協力するとともに、保有施

設を周辺地域住民の利用に提供するなど、地域社会との協調を図りました。 

② 環境整備費の交付 

競馬場・ウインズ等が所在する地方自治体に対し、道路整備その他地域環境改善

事業を対象に環境整備費を交付しました。 

（２）防災体制の強化 

突発的自然災害等への対策として、各種防災備蓄品について防災備蓄購入計画を策

定し、競馬場･ウインズでの個別管理に加えて、将来を見据えた計画性のある一元管

理を実施し、配備を進めました。また、災害が発生した際に、お客様のみならず周辺

住民の避難にも対処可能な防災備蓄品を継続して配備しています。 

（３）競馬場・ウインズ周辺の交通対策 

開催日の交通対策については、周辺環境へ配慮し来場車両を抑制するため、お客様

に公共交通機関の利用を呼びかけました。また、周辺道路の混雑及び渋滞の要因とな
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る違法駐車対策については、違法駐車車両排除活動を実施するとともに、特に交通混

雑の激しい都市部のウインズにおいては、交通問題の解消を図るため、公共交通機関

による来場促進キャンペーンを実施しました。 

 

６．環境への取組み 

環境保全の観点から、排出物のリサイクルや温室効果ガス(CO2)の排出実績等につ

いて調査を行うとともに、環境への負荷の低減に取り組みました。また、排出物処理、

物品の調達・工事の発注、地球温暖化防止対策等に係る各種環境関連法令を遵守し、

これに基づく対応を行いました。 

（１）リサイクルに関する取組み 

平成 18 年度より新たな環境対策の柱として取り組んでいた「ＲＡＰ85 プラス」

（リサイクル・アクション・プログラム・85・プラス）について、7 月にリサイクル

率目標を 90％とする「ＲＡＰ90」に移行し、排出物の個別項目毎のリサイクル率の

向上及びリサイクルの質の改善に取り組みました。中でも競馬開催に伴う排出物につ

いて、リサイクル率の目標を 45％と定め、重点的に取り組みました。 

この結果、平成 20 年度のリサイクル率は、全体が 90.3％（前年 89.6％）、競馬開

催に関する排出物が 43.6％（前年 40.9％）となりました。 

（２）温室効果ガス排出抑制対策について 

温室効果ガスの排出状況について、各事業所のエネルギー使用量を算出するととも

に、その排出抑制に向け、7 月に温室効果ガス排出抑制実施計画推進体制を整備し、

全事業所・ウインズ等において、新たに省エネルギー推進体制を構築しました。 

平成 20 年度の CO2 総排出量は､154,146ｔ- CO2/年(対基準年比 93.6％・対前年比

97.9％)となり、ＪＲＡの基準年度(平成 16 年度の CO2 総排出量 164,637ｔ- CO2/年)

排出量に対し、4年連続で減少しました。 

 

７．登録・免許に関する事項 

（１）登録及び免許の実施状況 

本年度における登録及び免許の状況は、以下のとおりです。（いずれも国際交流競

走、国際騎手招待競走及び地方競馬との指定交流競走は除く。） 
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① 馬主登録 

前年度末   ２，３４６名  （うち法人３０８、組合４１） 

新規登録    １０６名  （うち法人５、組合３） 

登録抹消    １０９名  （うち法人９、組合４） 

本年度末現在 ２，３４３名  （うち法人３０４、組合４０） 

② 競走馬登録 

前年度末   ７，９９９頭   

新規登録  ５，２９３頭  （うち再登録４５５頭） 

登録抹消  ５，３１４頭   

本年度末現在 ７，９６９頭   

③ 服色登録  

前年度末   ２，０２１件   

新規登録    １３３件   

登録抹消    １２６件   

本年度末現在 ２，０２８件 

④ 調教師免許 

前年度末     ２２４名 

免許不更新の者   ６名 

本年度免許者  ２２５名〔3月 1日付 更新２１８名、新規７名〕 

          ※その後、取消者 4名 

本年度末現在   ２２１名 

⑤ 騎手免許 

前年度末     １６１名 

免許不更新の者   １名 

本年度免許者  １６５名〔3月 1日付 更新１６０名、新規５名〕 

          ※その後、取消者 4名 

本年度末現在   １６１名 

（２）クラブ法人への対応 

クラブ法人関連については、金融商品取引法関連法令に基づく登録業者の指導を個

別の面談等を通じて随時行いました。また、12 月には同法令に係る金融庁（財務

局）からの注意内容を周知しました。  
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（３）本邦外居住者の馬主登録について 

本邦外居住者について、国内関係者との話合いを重ね、①国内の申請者と同様に、

競馬の公正を確保するため厳格な審査を実施、②海外で馬主として活動実績のある者

を対象、③登録形態は「個人馬主」に限定、④馬主に係る事務を行うため、国内居住

の「連絡責任者」を置くことを義務付け、といった諸条件を設定した上で、馬主登録

の対象とすることとし、平成 21 年春からの申請受付開始に向けて規約等を整備しま

した。 

（４）短期免許の交付 

外国人騎手の短期免許について、本年度は 4名（延べ 7名）に臨時試験による短期

免許を交付しました。 

 

８．質の高い競走の提供に関する取組み 

（１）競走馬の資質向上等への取組み 

競走馬総合研究所をはじめとする関係部門においては、本年度の研究計画に基づい

て、競走馬の保健衛生などに関する研究を実施しました。また、その成果を活用し、

防疫体制の整備、事故防止、生産育成及び調教技術の強化などに取り組みました。 

① 競走馬の保健衛生等に関すること 

ア）競走馬総合研究所を中心とし、スポーツ科学・公正確保・スポーツ障害・生産

基盤強化・生命科学・伝染病対策・施設環境などに関する研究を引き続き実施し

ました。また、その結果を普及・指導するため、研究成果を学会や講演会などで

発表しました。 

イ）重点研究課題として、「競走馬のリフレッシュ（放牧休養）期間のトレーニン

グに関する科学的指針の確立（平成 19～21 年）」及び「屈腱炎に対する再生医療

に関する研究（平成 18～20 年）」を実施しました。 

ウ）バイオテクノロジーなどの先端技術を応用した研究として、（独）動物衛生研

究所との共同研究により、「遺伝子工学的技術を応用した馬感染症の診断法に関

する基礎及び応用研究（平成 18～20 年）」を実施しました。 

エ）軽種馬生産地における疾病などの諸問題を解決する調査研究として、「繁殖牝

馬の早期胚死滅に関する研究並びに馬感染症の疫学調査（平成 19～21 年）」を実

施しました。 

オ）外部研究機関への委託により、基礎的な研究を実施しました。 
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カ）競馬サークルにおける研究成果の普及及び学術交流を図るために、12 月 1

日・2 日に｢第 50 回競走馬に関する調査研究発表会｣を 50 回記念大会として日本

ウマ科学会と共同で開催しました。 

キ）生産地への研究成果の普及、生産者の研究ニーズの把握を目的とし、7 月 17

日に｢第 36 回生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム｣を開催しまし

た。 

ク）生産地における馬伝染性子宮炎の清浄化の推進を目的とし、｢軽種馬生産総合

防疫対策事業｣によるＰＣＲ検査の評価及び確認検査を実施しました。 

② 防疫体制の整備 

ア）馬防疫検討会において、「第 2 回馬インフルエンザワクチンに関する専門会

議」を開催し（7 月）、国内分離株を取り入れた新ワクチンに変更することを決

定しました。また、馬伝染性子宮炎の清浄化を確認することを目的とし、「第 1

回馬伝染性子宮炎清浄度評価専門会議」を開催しました（3月）。 

イ）所轄官庁の指導に基づき、国際交流競走に参加する外国馬及び海外に遠征する

日本馬の輸出入検疫に付帯する業務を実施しました。その中で馬インフルエンザ

の発生に伴う、ウイルス検査や輸出検疫期間の延長等の追加措置を実施しました。 

ウ）国内の防疫体制強化を目的とし、競走馬総合研究所栃木支所において、馬イン

フルエンザワクチン株の変更、馬鼻肺炎生ワクチンの開発及び馬鼻肺炎簡易診断

法の開発に関する研究を実施するとともに、その一部を外部関係機関に委託しま

した。 

エ）施設内における馬インフルエンザの散発的な発生に対し、隔離、消毒、ワクチ

ン臨時接種等の適切な防疫措置を講じました。 

③ 競走馬の事故防止対策への取組み 

ア）競走馬の事故を防止し、充実した競馬の施行に資するために、調教施設及び馬

場の保全管理に努めました。また、馬場管理に関する研究として、平成 19 年 11

月に美浦トレーニング・センターにおいて新たに導入したニューポリトラックの

検証など新素材馬場の研究や、芝馬場の通年緑化及び凍結防止に関する研究を実

施しました。 

イ）両トレーニング・センターにおいて、事故防止に対する意識の向上を図ること

を目的とし、春・秋に厩舎関係者などを対象とする研修会を実施しました。 

ウ）育成馬及び繁殖用馬を対象として、飼養管理、運動法、屈腱炎及び蹄病の予
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防・治療に関する調査研究を実施しました。また、競走馬を対象として、競走・

調教中の事故発生状況に関する疫学調査を実施しました。 

エ）装蹄師の育成と装蹄学に関する研究の発展を目的とし、（社）日本装蹄師会の

装蹄教育センターの実施する業務に協力しました。 

④ 競走馬の育成と優良種牡馬の導入 

日高育成牧場及び宮崎育成牧場において、サラブレッド 2 歳馬 80 頭を用いた育

成研究を実施しました。育成した 2歳馬については、ＪＲＡブリーズアップセール

（前年同様、ＪＲＡ主催によるセリ方式）を中山競馬場で開催し、71 頭を上場し

て 59 頭を売却しました。また、実践的な技術指導、ホームページや講習会等にお

ける育成調教の基礎技術の普及など、育成者に対する指導普及においても、その成

果を有効活用しました。さらに、次年度育成研究用として国内 1歳市場においてサ

ラブレッド 80 頭を購買しました。また、新たに、育成の初期・中期段階の研究を

行うため、繋養する繁殖牝馬から生まれた仔馬を一貫して育成する研究を日高育成

牧場で開始しました。 

優良種牡馬の導入については、アルデバラン（1998 年生・米国産、父 Mr. 

Prospector  母 Chimes of Freedom）を購買して（社）日本軽種馬協会へ寄贈しま

した。 

⑤ 生産育成基盤の強化 

競走馬の資質向上を目的とし、（社）日本軽種馬協会が実施する軽種馬改良情報

整備事業への助成や、（財）日本軽種馬登録協会が実施するマイクロチップ普及促

進事業をはじめとする諸事業への支援を通じ、国内生産基盤の整備を図りました。 

また、生産育成調教技術者の養成を目的として、（財）軽種馬育成調教センター

が実施する育成調教技術者養成事業、（社）日本軽種馬協会が実施する軽種馬生産

育成技術者養成推進事業に対する助成を行い、生産技術指導者の養成を目的として

（社）日本軽種馬協会が実施する軽種馬経営高度化指導研修事業に協力しました。 

さらに、防疫対策として、（社）日本軽種馬協会が実施する馬伝染性子宮炎清浄

化推進事業及び繁殖牝馬予防接種推進事業、並びに（社）全国家畜畜産物衛生指導

協会が実施する育成馬等予防接種推進事業を通じ、生産に係る防疫体制の強化を図

りました。 

（２）厩舎関係者に関わるシステム（厩舎関連システム）の改善 

① 3 月 1 日付けの定期貸付馬房数については、メリットシステムに基づき査定を行
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い、各トレーニング・センターにおける上位・下位 12 名の調教師について、2 馬

房ずつの貸付馬房の増減を実施しました。 

② その他厩舎関連業務を以下のとおり実施しました。 

ア）美浦トレーニング・センターでは 2,304 馬房のうち 2,224 馬房を、栗東トレー

ニング・センターでは 2,160 馬房のうち 2,108 馬房をそれぞれ定期貸付馬房（ト

レーニング取引馬用を含む）として貸し付けました。 

イ）2月 28 日付けで調教師 3名が定年、3名が勇退したため、同日をもって定期貸

付けを終了し、3月 1日付けで 4名の調教師に対して定期貸付けを行いました。 

ウ）3 月 31 日付け、及び 11 月 20 日付けで調教師各 1 名が勇退届を提出し、11 月

20 日付けで 1名の調教師に対して定期貸付けを行いました。 

エ）5月 16 日付けで調教師 1名が死亡したため、他の調教師（1名）に臨時貸付け

を実施し、その後 9 月 20 日付けで 1 名の調教師に対して定期貸付けを行いまし

た。 

オ）調教助手・騎手候補者及び厩務員（調教厩務員を含む）の承認に伴い、本年度

末の状況は以下のとおりです。 

ⅰ）調教助手 

前年度末 １，１４６名 

新規に承認した者 ７４名 

  （栗東４３名、美浦３１名） 

本年度末現在 １，１７１名 

  （栗東８４９名、美浦３２２名） 

ⅱ）厩務員 

前年度末 １，６４１名 

新規に承認した者 ９２名 

  （栗東４２名、美浦５０名） 

本年度末現在 １，５９７名 

  （栗東４９４名、美浦１，１０３名） 

③ 厩舎制度の改善に向けた（社）日本調教師会の取組みを支援しました。 

（３）厩舎関係者の養成等について 

① 競馬学校の騎手課程においては、平成 17 年度入学の第 24 期生 3名が卒業しまし

た。現在、在校生徒については以下のとおりです。 
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1年生 11名（27期生10名、26期生1名）（基礎課程） 

2年生  6名（26期生5名、24期生1名）（9/15以前は基礎課程、以降は実践課程） 

3年生  5名（25期生5名）（実践課程） 

また、厩務員課程においては、93 名（うち女性 1名）が卒業しました。 

② より優れた人材を輩出するため、競馬学校騎手課程及び厩務員課程のカリキュラ

ム等の見直しを図りました。 

③ 騎手の身体能力向上及びケアに関し、科学的根拠に基づいたトレーニング方法を

策定するため、（財）競馬共助会が実施する「騎手身体能力向上調査研究事業」に

助成しました。 

④ 厩舎関係者に対し、技術・知識の向上を図るとともに、その社会的責任を喚起す

るため、研修を実施しました。 

 

９．乗馬普及・馬術の振興及び馬事文化の発展等に関する取組み 

（１）乗馬の普及 

① 馬事公苑及び各事業所において、一般市民やスポーツ少年団を対象とする乗馬指

導、初心者向け乗馬教室、乗馬大会及び「馬に親しむ日」などのイベントを開催し

ました。また、地元幼稚園などへのポニーの出張訪問を実施しました。 

② 競馬開催日においては、馬と直接触れ合うことのできる「体験乗馬・馬車」「誘

導馬によるお出迎え・お見送り」「ミニチュアポニーとのふれあい」を実施しまし

た。また、東京・中山・京都・阪神競馬場では、終日の体験乗馬と様々な馬事アト

ラクションを集中的に行う「馬事アトラクションデー」を実施しました。 

③ 乗馬人口の拡大を図るために、（社）全国乗馬倶楽部振興協会、（財）三木山人と

馬とのふれあいの森協会が実施する乗馬普及事業に助成しました。 

（２）馬術の振興 

① 学生を含めた馬術関係者の知識・技術の向上を図るために、馬事公苑において各

種講習会を開催しました。 

② 馬事公苑馬術大会「ホースショー」などの競技会を主催したほか、「全日本学生

馬術大会」などの競技会に施設を貸与しました。 

③ 馬を取り扱う担当職員の技術向上を目的として、馬事公苑において招聘外国人講

師などによる研修会を実施しました。また、各事業所において馬事公苑職員による

競馬場の担当職員への技術講習会を実施するとともに、地方の学生馬術部及び民間
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乗馬クラブに対する直接的な技術指導も実施しました。 

④ 高度な馬術の技術習得を図ることを目的とし、職員 1名をドイツに派遣するとと

もに、帰国後は習得した技術を還元する講習会を実施しました。 

⑤ わが国の馬術の振興を図るために、（社）日本馬術連盟が実施する馬術振興事業

に助成しました。 

（３）馬事文化の発展 

① 伝統馬事芸能の紹介 

馬事文化の発展に寄与するため、競馬場及びウインズなどにおいて、日本各地に

伝わる伝統馬事芸能を披露する事業を実施しました。 

② 競馬博物館を通じた取組み 

競馬博物館では、競馬の魅力について時空を超えたスペクタクルで表現した３Ｄ

全周映像ソフト「未来への絆」を新たに制作し、上映したほか、春・秋に特別展な

どを開催しました。 

③ 馬の博物館を通じた取組み 

馬の博物館では、馬と人との交流によって生まれた様々な文物を常設展示すると

ともに、「ホースパレード 華やかなる日本の行列」などの特別展を開催しました。 

④ 奈良国立博物館特別展「天馬」への協力 

4 月から 6 月まで奈良国立博物館で開催された特別展「天馬」に協力するととも

に、同博物館において馬事イベントや馬学講座を開催しました。 

⑤ ＪＲＡ賞馬事文化賞 

平成 20 年度のＪＲＡ賞馬事文化賞には、亀和田武氏著「どうして僕はきょうも

競馬場に」を選出しました。 

同作品は、「そこでしか味わえないロマンを求めて競馬の旅は続く」というテー

マで、国内の競馬場のみならず海外の競馬場にまで足を延ばし、それぞれの競馬場

のもつ雰囲気、競馬場周辺の情景などをも描いた作品です。 

 

１０．その他の事業に関する取組み 

（１）コンピュータ・システムの充実及び効率的運用等に関する計画 

① 情報セキュリティの確保 

ア）各システムの更新及び新規導入に合わせて情報資産管理台帳及びリスク管理シ

ートを随時更新しました。また、ＪＲＡ内部における情報資産の保護に関する調
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査・評価を 10 月に実施しました。 

イ）会内ＬＡＮシステムであるＪＲＡネットにおいて、不正接続防止及び情報の持

ち出し制御等の仕組みについて、システムの動作確認検証及び各事業所での設定

作業を経て、平成 20 年 5 月から運用を開始しました。また、データベースサー

バ及びウイルス対策サーバを 12 月に更新しました。 

ウ）4 月に開催した情報資産保護委員会において、情報セキュリティに係る教育計

画を決定し、ｅラーニングを活用した全職員向け研修及び外部機関を活用した各

種研修を実施しました。 

エ）開催系システムにおいて、引き続きセキュリティ体制を維持するため、不正接

続防止装置の導入の全国展開を 11 月までに完了するとともに、ウイルス対策サ

ーバを 12 月に更新しました。 

② システムの更新及び全体最適化 

ア）会内情報システムの更新及び統合データベース構築開発 

会内情報システムについては、①データベース利用環境の全会的標準化・統一

化、②業務処理系システムの開発効率の向上、③システム総保有コストの圧縮な

どを目的とした「統合データベース」構想と連動した機器更新開発を平成 18 年

から実施し、平成 19 年末で開発作業を終え、平成 20 年 1 月から 2ヶ月間の並行

運用期間を経て、3月から本格運用を開始しました。 

イ）次期オッズ提供システムの開発 

映像のデジタル化に対応した現行オッズ提供システムに替わる新情報提供シス

テムについて、平成 19 年から開発に着手し、12 月までに函館競馬場を除く 9 競

馬場に展開しました。なお、データ放送システムについては、開発を継続してい

ます。 

ウ）調教タイム自動計測システム（ＡＬＩＳ）サーバ更新開発 

栗東トレーニング・センターのサーバ機器について、5 月に機器を導入し必要

な開発を行ったうえで、12 月から運用を開始しました。併せて、センターとト

レーニング・センター間の通信手段をインフォメーションネットワークでの接続

に変更するとともに、データフォーマットを現行競走馬情報管理システム（ＪＡ

ＲＩＳⅢ）と同一のコード体系に統一しました。 

エ）職員給与計算・人事管理システム（ＰＭＳⅡ）及び工事競争入札参加資格審査

システム（ＫＳＳ）サーバリプレース開発 
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ＰＭＳⅡ及びＫＳＳについて、平成 19 年に実施した調査・研究に基づき、本

年 2月から開発に着手しました。 

オ）会計システム（ＯＡＣＳ）・固定資産管理システム（ＫＳＫ）の機器更新及び

機能改善 

平成 19 年に引き続き、ＯＡＣＳ・ＫＳＫについて現行端末の経年劣化に伴う

端末更新を実施するとともに、使用する回線をインフォメーションネットワーク

に統合する開発を実施しました。8月より順次全国展開を開始し、11 月までに全

ての端末の更新及び回線の統合を完了しました。 

また、企業会計基準に即した会計処理方法に対応する機能改善開発を実施し、

12 月までにすべての開発を完了し、運用を開始しました。 

カ）固定資産に係る減価償却方法の変更に伴うＫＳＫプログラム開発 

平成 19 年度税制改正における固定資産の減価償却方法の大幅な改正に対応す

る機能改善開発について、新定額法・新定率法への対応等を平成 19 年に引き続

き実施し、6月より運用を開始しました。 

キ）競走条件制度の変更に伴うＪＡＲＩＳⅢシステム対応 

一般事項の改正に伴う新馬次走優先の廃止、3 走成績による出走制限の中止及

び内国産馬所有奨励賞の変更等に関するシステム開発を平成 19 年度より実施し、

3月までに順次運用を開始しました。 

ク）次世代ＪＡＲＩＳ構築開発 

平成 19 年度に実施した調査・研究の最終報告書を精査し、「次世代ＪＡＲＩＳ

構築に向けた諸作業」に着手しました。平成 21 年 2 月まで作業を継続し、その

成果に基づきシステムのスリム化、業務・システムの“見える化”、次世代シス

テムの調達準備等を進めていく予定です。 

ケ）インフォメーションネットワーク機器の更新 

本年、第 4 世代映像伝送システムのオープンやＩＰ通信情報提供システムの順

次展開により、現行のネットワーク機器の処理能力向上を図る必要があるため、

更新作業を 5月から開始し、11 月に各事業所への展開を完了しました。 

コ）次期インフォメーションシステムに関する調査研究 

インフォメーションシステムについて、平成 23 年の更新を目指し、採用技術

の標準化、統合データベース及び次世代ＪＡＲＩＳ構想を踏まえた、より効率的

かつ安定的なシステム連携手法を導入するための調査研究を実施しました。 
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サ）ＩＰＡＴシステム更新開発 

平成 14 年にサービスを開始したＩＰＡＴシステムについて、システム機器の

耐用年数が経過するため、更新開発を実施し、10 月 25 日よりＰＣシステム、12

月 6 日より携帯システムの運用を開始しました。 

シ）7次現金投票システム開発 

現在運用している現金投票システム計算機の耐用年数の経過に備え、次期現金

投票システム計算機の開発に着手しました。 

ス）センタシステムの更新開発 

平成 16 年に導入した東西トータリゼータセンタシステムについて、耐用年数

経過及び電話投票会員の増加に対応するため、システム機器の更新開発に着手し

ました。 

セ）7次現金投票端末機の調達 

平成 13 年 6 月より導入した 6 次現金投票端末機について、現行の利便性は維

持しつつ更なる運用性の向上及びコストダウンを目的とし、一般競争入札による

7 次現金投票端末機の調達を実施しました。（初号機の運用開始は平成 22 年を予

定） 

（２）施設の改善及び整備 

① 栗東トレーニング・センター厩舎改築（第 5・6期）工事 

栗東トレーニング・センターにおいて厩舎改築工事を実施しており、平成 19 年

3 月に着工した第 5 期工事を 2 月に竣工しました。また、第 6 期工事を 6 月に着工

しました。（平成 21 年 10 月竣工予定） 

② 美浦トレーニング・センターコンポストプラント増改修工事 

平成 19 年 12 月に着工した美浦トレーニング・センターにおけるコンポストプラ

ント増改修工事を 12 月に竣工しました。 

③ 小倉競馬場装鞍所改築その他工事 

小倉競馬場の装鞍所は狭隘であったため拡張工事を実施することとし、8 月に着

工しました。（平成 21 年 9 月竣工予定） 
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（３）特別振興事業等 

① 競馬振興事業 

特別振興事業のうち、競馬振興事業として 4月、9月、11 月に農林水産大臣の認

可を得て、次の事業を実施しました。 

事 業 名 事業実施主体 事 業 内 容 交付決定額

施設改善整備事業 

京都競馬場交通アクセ

ス整備事業 

 

京都市 

 

京阪淀駅を競馬場寄りに移設・高架化する

ことによって、競馬場来場者の利便性・安

全性の向上を図る。 

千円

2,520,000

小   計   2,520,000

競馬振興会館施設設置運営事業

1．競馬情報番組制作放映

事業 

 

(財)全国競馬・畜

産振興会 

 

馬や競馬に関するテレビミニ番組を制作・

放映することにより、競馬に対する理解の

増進を図る。 

800,000

2．ダートグレード競走情

報提供事業  

(財)全国競馬・畜

産振興会 

地方競馬全国協会

ダートグレード競走の理解促進のための情

報を提供することにより、ダートグレード

競走に対するファンの理解度、認知度の底

上げを図る。 

80,000

小   計      880,000

競馬馬事生産振興事業 

1．競馬博物館運営事業  

 

(財)馬事文化財団

 

 

競馬に関する資料の調査・収集・展示及び

競馬博物館の運営を実施することにより、

競馬文化の普及を図る。 

420,000

2．軽種馬生産総合防疫対

策事業  

(社)日本軽種馬協

会  

競走馬資源の確保及び国際的信用の向上に

資するため、生産地における馬鼻肺炎のま

ん延を防止する予防接種及び馬伝染性子宮

炎を清浄化するための検査等を対象とする

助成を行い、軽種馬生産経営の安定化を図

る。 

410,000

小   計      830,000

地方競馬振興促進事業 各地方競馬主催者

等 

①園田競馬場スタンド等整備 

②門別競馬場スタンド等整備 

127,000

48,700

小   計    175,700

競馬国際交流事業 

1．アジアにおける競馬技

術情報交流促進事業  

 

(財)競馬国際交流

協会 

 

中国その他アジア諸国における日本の競馬

技術に関する情報の提供等を目的とした人

材交流を通じ、当該国における競馬に関す

る知識、技術等の普及を図る。 

150,000

2．薬物検査の国際標準化

に向けた調査事業 

(財)競走馬理化学

研究所  

薬物検査の国際的検査技術の確立に向け、

検査機器を導入し国外における検査実施状

況及び国内における薬物の使用実態を調査

する。 

360,000

小   計    510,000

合   計   4,915,700

(注) 上記の各事業は、(財)全国競馬・畜産振興会を通じて実施するものです。 
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② 畜産振興事業 

特別振興事業のうち、畜産振興事業として、4 月に農林水産大臣の認可を得て、

次の事業に助成を行う法人に対して交付金を交付しました。 

事 業 名 事業実施主体 事 業 内 容 交付決定額

畜産経営技術指導事業 

1．畜産経営改善のた

めの支援・表彰事業 

 

(社)中央畜産

会 

 

近年の畜産を取り巻く厳しい状況に対応できるよう

な畜産経営の改善及び消費者の安全性への関心の高

まりに配慮した生産を図り、畜産経営の持続的発展

に資するため、モデル的な経営支援体制を構築し経

営指導を実施、畜産経営優良事例を表彰するととも

に、事例の普及・定着を図る。さらに、消費者等が

畜産とのふれあい体験をできる場を畜産経営体自ら

が提供するためのモデル的な体制整備を行う。 

千円

891,761

2．飼料生産・利用技

術向上事業 

(社)日本草地

畜産種子協会 

(財)農政調査

会 

(社)配合飼料

供給安定機構 

飼料自給率の向上は重要な政策課題である中、公共

牧場を有効活用した省力的な飼料生産の推進、専門

技術者等による機能強化を実施することにより公共

牧場の利用拡大を図るとともに、自給飼料増産の加

速化を図るため、稲発酵粗飼料やコントラクター及

び放牧の実態調査結果を踏まえた専門家による技術

支援、農地等の畜産経営体への集積活動の支援を実

施する。さらに、安価で迅速にエコフィードの栄養

成分を分析する装置を試作するとともに、配合設計

や給与技術の検証を行うことにより、エコフィード

の利用促進を図る。 

425,903

3．大家畜生産技術向

上対策事業 

 

(社)日本家畜

人工授精師協

会 

(社)家畜改良

事業団 

(社)日本馬事

協会 

 

国際競争力のある効率的な畜産経営のためには、乳

用牛や肉用牛の繁殖性の早急な改善及び、馬の人工

授精技術の普及を図ることが求められていることか

ら、牛については、受胎率等の繁殖性に関する全国

調査に基づきモデル地区での繁殖性改善の取組を行

うとともに、融解後活力の高い凍結精液を生産する

ための技術改良を実施する。また、馬については、

精液濃縮法の改善及び海外で主流となっている擬牝

台を用いた採精技術の習得を行う。 

124,493

4．中小家畜生産技術

向上対策事業 

(社)日本養豚

協会 

日本オースト

リッチ事業協

同組合 

(社)日本養蜂

はちみつ協会 

(社)日本種鶏

孵卵協会 

中小家畜をめぐる情勢のうち、養豚については高品

質で由来の明らかな豚肉の安定供給体制の構築、ダ

チョウについては飼養技術の高位平準化、養蜂につ

いては害虫アルファルファタコゾウムシの防除技術

の早期確立、種鶏・孵卵については種鶏の安定確保

と、それぞれの課題解決を図り我が国畜産業の振興

に資するため、養豚についてはＤＮＡ解析技術等を

活用したブランド証明を可能にする実証実験を行

い、ダチョウについては生産技術の優良事例を普及

させ技術の平準化を図るとともに、分業化の推進に

より安定生産体制の確立を図る。また、養蜂につい

ては、天敵蜂を用いた害虫の防除技術、耕種的防除

技術の向上を図る他、それらを組み合わせた複合的

防除技術の確立を図る。さらに、種鶏・孵卵につい

ては、的確な需要予測と国産飼料の利用検討により

素ひな生産コストの低減化を図る。 

134,880

小   計   1,577,037
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肉用牛生産合理化事業 

和牛遺伝的多様性等

活用調査研究事業 

 

(社)全国肉用

牛振興基金協

会 

 

 

和牛の近交係数が急激に高まることによる遺伝性疾

患の発生や選抜限界の早期化を回避できるよう、遺

伝的多様性を考慮した和牛系統を再構築し、適正な

交配の促進を図ることが喫緊の課題であることか

ら、経済性を含めた系統再構築のための調査研究を

実施し、生産者に実効性を示すとともに、脂肪酸組

成等による「美味しさ」の簡便評価手法を確立し、

再構築する和牛系統の雌牛や種雄牛の選抜の新しい

評価基準として追加し、遺伝的多様性の確保・活用

促進を図る。 

79,636

小   計   79,636

生乳生産合理化事業 

国産種雄牛生産強化

推進事業 

 

(社)家畜改良

事業団 

 

 

国内遺伝資源を活用した種雄牛の生産強化を図り、

生乳生産の合理化に資するため、改良事業体が一体

となって国産種雄牛づくりを行う取組の推進、国産

種雄牛の遺伝的能力データの確保、国際的な基準に

よる種雄牛評価に向けた効率的な泌乳能力データの

収集手法確立のための調査・検討・分析等を行う。 

453,699

小   計   453,699

家畜衛生向上事業 

家畜衛生技術等向上

対策事業 

 

(社)日本獣医

師会 

(社)全国家畜

畜産物衛生指

導協会 

(社)日本動物

用医薬品協会 

(財)畜産生物

科学安全研究

所 

 

 

食の安全及び消費者の信頼の確保が重点課題となっ

ている中で、減少が見込まれる産業獣医師の確保、

流行予測や予測株を用いた動物用インフルエンザワ

クチン製造体制の構築、動物用医薬品等の使用によ

る薬剤成分の環境に及ぼす影響への対応を図り、我

が国における家畜衛生の向上に資するため、産業獣

医師の診療能力の向上、新規獣医師の産業動物獣医

師への誘引、離職獣医師の復職促進の取組を行うと

ともに、流行するであろう動物用インフルエンザワ

クチン株の予測及び、予測に基づいて株を変更した

ワクチンの製造体制の整備を行う。また、動物用医

薬品等が環境に及ぼす影響調査を行い、その低減方

法等を開発する。 

549,935

小   計   549,935

畜産技術研究開発事業 

牛ＤＮＡ解析技術を

活用した家畜育種等推

進事業 

 

(社)家畜改良

事業団 

(社)畜産技術

協会 

 

消費者ニーズに対応した、高品質で安全な国産牛肉

の安定的な供給を図り、我が国の畜産業の振興に資

するため、遺伝性疾患である前肢体筋異常症の効率

的な診断方法の確立、種雄牛等の遺伝子診断等を行

い優良後継牛の確保を支援するとともに、脂肪交雑

及び枝肉重量にかかる経済形質遺伝子の同定及び機

能解析等を行うことにより、育種現場への早期のＤ

ＮＡ解析技術を用いた育種手法の普及を図る。 

1,171,488

小   計   1,171,488
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畜産関連公害防止・自然

環境保全事業 

環境保全に配慮し

た家畜排せつ物処

理・利用技術調査普

及事業 

 

(財)畜産環境

整備機構 

(社)国土緑化

推進機構 

 

 

家畜排せつ物をメタン発酵した際に排出される消化

液の処理・利用問題、家畜排せつ物の管理・処理過

程で発生する臭気による悪臭問題、家畜たい肥の地

域的偏在問題等山積する周辺環境への課題を解決

し、我が国畜産業の振興に資するため、既存の汚水

処理施設を利用した脱窒技術の開発普及、メタン発

酵消化液の利用技術の開発普及、悪臭を抑制する飼

養管理手法の検討普及を行うとともに、新たな家畜

たい肥の利用先の実証展示・普及を行う。 

241,412

小   計   241,412

畜産関連支援事業 

畜産をめぐる国際

問題等対応調査支援

事業 

 

(社)畜産技術

協会 

 

 

先進国をはじめ、近年重要な立場を占めている発展

途上国の理解醸成を図り、ＷＴＯやＥＰＡ／ＦＴＡ

について、我が国に有利な条件で締結するため、畜

産をめぐる国際情勢等に関する情報の収集・分析、

啓発・普及を行うとともに、各国要人との意見交換

や我が国の畜産に関する情報の発信を通じた相互理

解の促進、また、畜産分野における海外技術協力事

業の実施に対する支援を行い、我が国畜産業の振興

に資する。 

391,143

小   計   391,143

合   計   4,464,350

 (注) 上記の各事業は、(財)全国競馬・畜産振興会を通じて実施するものです。 

事 業 名 事業実施主体 事 業 内 容 実施額 

畜産振興事業附帯業務 

畜産振興事業に係

る評価事業 

 

ＪＲＡ 

 

畜産振興事業の効果的かつ効率的な運営に資するた

め、学識経験者からなる評価委員会を設置し、事業

評価を行う。 

千円

1,115

小   計   1,115

総   計   4,465,465

 

③ 払戻金への上乗せ 

特別振興資金を活用して、ＪＲＡプレミアム（1号給付金）及びＪＲＡプラス 10

（2 号給付金）を実施し、1 号給付金として 50 億 4,285 万 8,750 円、2 号給付金と

して 11 億 5,340 万 1,880 円、合計 61 億 9,626 万 630 円を払戻金に上乗せしました。 

④ 競走馬生産振興業務への交付 

地方競馬全国協会が行う、組織化等対策、経営基盤強化対策等の「競走馬生産振

興業務」に対し、特別振興資金を活用して 14 億 2,560 万円を交付しました。 

⑤ 認定競馬連携計画補助業務への交付 

地方競馬全国協会が行う、認定都道府県等に対する「認定競馬連携計画補助業

務」について、特別振興資金を活用して 6億 386 万 8 千円を交付しました。 
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１１．事業の透明性確保等に関する取組み 

（１）外部監査の導入 

平成 17 年 12 月 24 日閣議決定された「行政改革の重要方針」を踏まえ、ＪＲＡの

事業運営の一層の適正性を確保する一環として外部監査（財務諸表監査）を導入する

こととし、平成 18 年度に外部監査導入に伴う予備調査、平成 19 年度に試行監査を行

ったうえで、本年度から本格導入しました。 

（２）契約・入札等に関する取組み 

契約手続きの透明性を高めるとともに競争性を確保するため、工事の発注、物品の

製造・購入及び役務に関する情報等について、ＪＲＡホームページを活用して随時公

開しました。また、随意契約から競争性のある契約方式への移行に係る取組みとして、

「随意契約見直し計画」を策定し、4 月にＪＲＡホームページにおいて公表しました。

また、当計画について、公表後に更なる点検・見直しを実施し、「随意契約見直し計

画（改訂版）」の策定を行い 12 月に公表しました。 

（３）情報公開について 

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づく 12 件の開示請求

を受け、4件を開示、5件を部分開示、3件を不開示としました。 
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Ⅱ 業務の実施状況 

１．平成 20 事業年度の業務の実施状況 

（１）競馬の開催等 

① 競馬の開催状況 

 ・開催回数 36 回  ・開催日数 288 日 

（内訳） 

競馬場 開催回数 開催日数 競馬場 開催回数 開催日数 

札幌競馬場 ２回 16 日 東京競馬場 ５回 40 日 

函館競馬場 ２回 16 日 中京競馬場 ３回 24 日 

福島競馬場 ３回 24 日 京都競馬場 ５回 40 日 

新潟競馬場 ３回 24 日 阪神競馬場 ５回 40 日 

中山競馬場 ５回 40 日 小倉競馬場 ３回 24 日 

 

② 発売金及び開催競馬場への入場人員 

発 売 金     2 兆 7,562 億 9,766 万 0,000 円

入場人員  738 万 9,749 名

 

③ 国庫納付金 

第１国庫納付金 2,750 億 2,009 万 9,040 円

第２国庫納付金  99 億 3,518 万 4,626 円

   

④ 当該年度における競馬の開催に関する主な業績項目の数値 

項    目 数   式 当該年度数値 

開催回数 開催実施回数／開催計画回数   100％ 競馬開催計画 

達成率 開催日数 開催実施日数／開催計画日数   100％ 

対売上収入 売得金額／職員数   1,477,808千円 職員一人当り 

の効率 対入場人員 入場人員数／職員数   3,971人 

対売上収益率 剰余金／売得金額  0.72％ 
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（２）馬主、馬（競走馬）及び服色の登録 

        〔ＪＲＡ所属〕            〔その他〕※ 

登録の種類 登録の数 取消の数 本年度末数 国際関係 地方関係

馬主の登録 106 名  109 名 2,343 名 13(4)名 151 名 

競走馬登録  5,293 頭   5,314 頭 7,969 頭 16(16)頭 257 頭 

服色の登録 133 件  126 件 2,028 件  13(4)件  ―  

 
  ※ⅰ「国際関係」： 国際交流競走に係わる登録の数（カッコ内は取消の数） 
   ⅱ「地方関係」： 地方競馬との指定交流競走関係に係わる登録及び取消の数 

 

（３）調教師及び騎手の免許 

        〔ＪＲＡ所属〕           〔その他〕※ 

免許の種類 免許の数 取消の数 本年度末数 短期 国際関係 地方関係

調教師の免許 225 名  4 名 221 名 ― 15 名  221 名 

騎手の免許 165 名  4 名 161 名 7 名 21 名  212 名 

 
  ※ⅰ「免許の数」： 3月1日付免許者数 
   ⅱ「取消の数」： 免許期間を満了せずに年度途中で取り消した者の数 
   ⅲ「短期」   ： 臨時試験による短期騎手免許者数（延人数） 
   ⅳ「国際関係」： 国際交流競走・国際騎手招待競走に係わる免許者数（延人数） 
   ⅴ「地方関係」： 地方競馬との指定交流競走に係わる免許者数（延人数） 

 

（４）競走馬の育成 

日高育成牧場及び宮崎育成牧場において、平成 19 年に購買したサラブレッド 2 歳

馬 80 頭の育成を行うとともに、夏以降は 1 歳馬 80 頭を購入し育成を行いました。

（平成 21 年売却予定） 

 

（５）騎手の養成・訓練 

競馬学校において騎手の養成を行い、3 名が卒業しました。平成 20 事業年度末現

在の在校者数は 22 名となっています。 

 

（６）その他競馬（馬術競技を含む。以下同じ。）の健全な発展を図るため必要な業務 

その他競馬の健全な発展を図るため必要な業務を行うとともに、そのうち、特別

振興資金を活用して実施する競馬振興事業については、施設改善整備事業、競馬振

興会館施設設置運営事業、競馬馬事生産振興事業、地方競馬振興促進事業、競馬国際
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交流事業の 5事業を実施しました。 

合計金額： 4,915,700,000 円 

   

（７）畜産振興事業 

畜産経営技術指導事業、肉用牛生産合理化事業、生乳生産合理化事業、家畜衛生

向上事業、畜産技術研究開発事業、畜産関連公害防止・自然環境保全事業、畜産関連

支援事業、畜産振興事業に係る評価事業（附帯業務）の 8事業を実施しました。 

合計金額： 4,465,465,803 円 

 

（８）払戻金への上乗せ 

1 号給付金及び 2号給付金を払戻金に上乗せしました。 

1 号給付金 5,042,858,750 円 

2 号給付金 1,153,401,880 円 

合計金額 6,196,260,630 円 

 

（９）借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況 

該当ありません。 
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２．前事業年度までにおける業務の実施状況 

（１）競馬の開催等 

① 競馬の開催状況 

事業年度 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 

 開催回数 開催日数 開催回数 開催日数 開催回数 開催日数

札幌競馬場 ２回 16 日 ２回 16 日 ２回 14 日 

函館競馬場 ２回 16 日 ２回 16 日 ２回 16 日 

福島競馬場 ３回 24 日 ３回 24 日 ３回 26 日 

新潟競馬場 ３回 24 日 ３回 24 日 ３回 22 日 

中山競馬場 ５回 40 日 ５回 40 日 ５回 39 日 

東京競馬場 ５回 40 日 ５回 40 日 ５回 42 日 

中京競馬場 ３回 24 日 ４回 32 日 ３回 26 日 

京都競馬場 ５回 40 日 ６回 48 日 ５回 41 日 

阪神競馬場 ５回 40 日 ３回 24 日 ５回 40 日 

小倉競馬場 ３回 24 日 ３回 24 日 ３回 22 日 

合 計 36 回 288 日 36 回 288 日 36 回 288 日 

 

② 発売金及び競馬場の入場人員 

事業年度 発 売 金 入場人員 

平成 17 年 2,902,576,958,300 円 8,117,242 名

平成 18 年 2,831,570,692,500 円 7,508,297 名

平成 19 年 2,766,885,924,000 円 7,532,111 名

 

③ 国庫納付金 

事業年度 第１国庫納付金 第２国庫納付金 

平成 17 年 289,458,547,980 円 16,023,418,259 円  

平成 18 年 282,330,944,200 円 11,854,653,800 円  

平成 19 年 275,913,807,890 円 10,381,779,652 円  
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④ 競馬の開催に関する主な業績項目の数値 

項    目 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 

開催回数  100％  100％  100％ 競馬開催計画 

達成率 開催日数  100％  100％  100％ 

対売上収入 1,515,490 千円 1,478,172 千円 1,462,958 千円
職員一人当り 

の効率 対入場人員  4,250 人  3,931 人  3,994 人 

対売上収益率    1.11％  0.84％  0.75％ 

 

（２）馬主、馬（競走馬）及び服色の登録 

① 馬主の登録 

          〔ＪＲＡ所属〕             〔その他〕※ 

事業年度 登録の数 取消の数 当該年度末数 国際関係 地方関係 

平成 17 年 97 名  131 名 2,381 名 14(4)名 156 名 

平成 18 年 107 名  128 名 2,360 名  8(1)名 181 名 

平成 19 年 91 名  105 名 2,346 名  12(1)名 118 名 

 

② 競走馬登録 

          〔ＪＲＡ所属〕             〔その他〕※ 

事業年度 登録の数 取消の数 当該年度末数 国際関係 地方関係 

平成 17 年 5,059 頭  4,866 頭 7,933 頭 22(22)頭 443 頭 

平成 18 年 5,130 頭  5,135 頭 7,926 頭 19(19)頭 425 頭 

平成 19 年 5,174 頭  5,101 頭 7,999 頭 20(20)頭 209 頭 

 

③ 服色の登録 

          〔ＪＲＡ所属〕               〔その他〕※ 

事業年度 登録の数 取消の数 当該年度末数 国際関係 

平成 17 年 91 件  128 件 2,075 件 7(4)件 

平成 18 年 105 件  141 件 2,039 件 4(1)件 

平成 19 年 94 件  108 件 2,021 件 12(1)件 

 
   ※ⅰ「国際関係」： 国際交流競走に係わる登録の数（カッコ内は取消の数） 

      ⅱ「地方関係」： 地方競馬との指定交流競走関係に係わる登録及び取消の数 
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（３）調教師及び騎手の免許 

① 調教師の免許 

         〔ＪＲＡ所属〕             〔その他〕※ 

事業年度 免許の数 取消の数 当該年度末数 国際関係 地方関係 

平成 17 年 228 名  2 名 226 名 18 名 426 名 

平成 18 年 229 名  2 名 227 名 14 名 396 名 

平成 19 年 226 名  2 名 224 名 13 名 194 名 

 

② 騎手の免許 

〔ＪＲＡ所属〕          〔その他〕※ 

事業年度 免許の数 取消の数 当該年度末数 短期 国際関係 地方関係

平成 17 年 168 名  11 名 157 名 16 名 28 名 398 名 

平成 18 年 163 名  3 名 160 名 14 名 26 名 350 名 

平成 19 年 166 名  5 名 161 名 12 名 27 名 185 名 

 
  ※ⅰ「免許の数」： 3月1日付免許者数 
   ⅱ「取消の数」： 免許期間を満了せずに年度途中で取り消した者の数 
   ⅲ「短期」   ： 臨時試験による短期騎手免許者数（延人数） 
   ⅳ「国際関係」： 国際交流競走・国際騎手招待競走に係わる免許者数（延人数） 
   ⅴ「地方関係」： 地方競馬との指定交流競走に係わる免許者数（延人数） 

 

（４）競走馬の育成 

事業年度 育成頭数 （内訳） ２歳馬 １歳馬 

平成 17 年 160 頭  80 頭 80 頭 

平成 18 年 160 頭 80 頭 80 頭 

平成 19 年 160 頭 80 頭 80 頭 

 

（５）騎手の養成・訓練 

事業年度 競馬学校卒業者数 当該事業年度末在校者数 

平成 17 年 6 名 26 名 

平成 18 年 8 名 21 名 

平成 19 年 9 名 17 名 
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（６）その他競馬の健全な発展を図るため必要な業務 

① 平成 17 年、平成 18 年及び平成 19 年の各事業年度において、その他競馬の健

全な発展を図るため必要な業務を実施しました。 

② 競馬振興事業 

事業年度 事業数 金 額 

平成 17 年 ６ 3,970,000,000 円 

平成 18 年 ４ 3,690,000,000 円 

平成 19 年 ６ 5,407,550,000 円 

   

（７）畜産振興事業 

事業年度 事業数 金 額 

平成 17 年 ５ 3,442,920,202 円 

平成 18 年 ７ 3,926,973,000 円 

平成 19 年 ７ 4,473,109,000 円 

 

（８）借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況 

   平成 17 年、平成 18 年及び平成 19 年の各事業年度について、該当ありません。 
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Ⅲ 日本中央競馬会の概要 

１．業務の内容 

（１）日本中央競馬会（以下「競馬会」という。）は、競馬の健全な発展を図って馬の改

良増殖その他畜産の振興に寄与することを目的とし、その目的を達成するため次の業

務を実施しました。 

① 中央競馬の開催 

② 馬主、馬（競走馬）及び服色の登録 

③ 調教師及び騎手の免許 

④ 競走馬の育成 

⑤ 騎手の養成・訓練 

⑥ その他競馬の健全な発展を図るため必要な業務 

⑦ 畜産振興事業等について助成することを業務とする法人に対し、特別振興資金

を使用して、当該助成に必要な資金の全部又は一部を交付する業務 

    

（２）根拠規定 

 日本中央競馬会法（昭和 29 年 7 月 1 日法律第 205 号）第 19 条 
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２．各事務所の所在地 

名  称 郵便番号 住   所 電話番号 

本     部 

六本木事務所        

馬 事 公 苑         

競 馬 学 校         

競走馬総合研究所 

日 高 育 成 牧 場         

宮 崎 育 成 牧 場         

栗東トレーニング 
・センター 

美浦トレーニング 
・センター 

札 幌 競 馬 場         

函 館 競 馬 場         

福 島 競 馬 場         

新 潟 競 馬 場         

中 山 競 馬 場         

東 京 競 馬 場         

中 京 競 馬 場         

京 都 競 馬 場         

阪 神 競 馬 場         

小 倉 競 馬 場         

105-0003

106-8401

158-8523

270-1431

320-0856

057-0171

880-0036

520-3085
 

300-0493
 

060-0016

042-8585

960-8114

950-3301

273-0037

183-0024

470-1132

612-8265

665-0053

802-0841

 港区西新橋１丁目１番 19 号 

 港区六本木６丁目 11 番１号 

 世田谷区上用賀２丁目１番１号 

 白井市根 835 の１番地 

 宇都宮市砥上町 321 番４号 

 北海道浦河郡浦河町字西舎 535 番地の 13 

 宮崎市花ケ島町大原 2347 番地 

 栗東市御園 1028 番地 
 

 茨城県稲敷郡美浦村大字美駒 2500 番地 
 の 2 

 札幌市中央区北 16 条西 16 丁目１番１号 

 函館市駒場町 12 番２号 

 福島市松浪町９番 23 号 

 新潟市北区笹山 3490 番地 

 船橋市古作１丁目１番１号 

 府中市日吉町１番地の１ 

 豊明市間米町敷田 1225 番地 

 京都市伏見区葭島渡場島町 32 番地 

 宝塚市駒の町１番１号 

 北九州市小倉南区北方４丁目５番１号 

03-3591-5251

03-3591-5251

03-3429-5101

047-491-0333

028-647-0650

0146-28-1211

0985-25-3448

077-558-0101
 

029-885-2111
 

011-726-0461

0138-53-1021

024-534-2121

025-259-3141

047-334-2222

042-363-3141

052-623-2001

075-631-3131

0798-51-7151

093-962-3236

 

３．資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減 

資本金の総額 政府の出資額 前期末比増減

4,924,129,000 円 全額政府出資 ０ 
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４．役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴等 (平成 20 事業年度末現在) 

（１）役員の定数 

    理事長 1 人、副理事長 1 人、理事 10 人以内及び監事 3 人以内 

（２）各役員の氏名、役職、任期、経歴 

役 職 氏 名 任  期 経 歴 

 
理 事 長     
 
副理事長 
 
常務理事 
 
常務理事 
 
理  事 
 
理  事 
 
理  事 
 
理  事 
 
理  事 
 
理  事 
 
理  事 
 
理  事 
 
監  事 
 
監  事 
(非常勤) 

 
土川 健之 
 
石原  葵 
 
佐藤 浩二 
 
田中  誠 
 
畑山 光伸 
 
長岡 壽男 
 
後藤 正幸 
 
齊藤  茂 
 
金田 裕之 
 
林  建之 
 
赤堀  章 
 
水野 豊香 
 
和田 雅雄 
 
堀内 俊一 

 
平成 20 年 9 月 12 日～23 年 9 月 11 日

 

平成 20 年 9 月 18 日～23 年 2 月 28 日

 

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

  

平成 20 年 4 月 16 日～21 年 2 月 28 日

  

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

  

平成 20 年 4 月 16 日～21 年 2 月 28 日

  

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

 

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

 

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

 

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

 

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

 

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 2 月 28 日

  

平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

  

平成 20 年 9 月 16 日～22 年 9 月 15 日

 

日本中央競馬会副理事長 

 

農林水産事務次官 

 

日本中央競馬会理事 

 

農林水産省 

   四国森林管理局長 

日本中央競馬会 

総合企画部長 

農林水産省東北農政局長 

 

日本中央競馬会 

総合企画部長 

日本中央競馬会人事部長 

  

日本中央競馬会審判部長 

 

農林水産省東北農政局長 

 

日本中央競馬会経理部長  

 

日本中央競馬会 

美浦トレーニング･センター場長 

日本中央競馬会 

      馬事公苑長 

弁護士 

 

（３）役員等の異動 

① 4 月 15 日付けで瀬藤芳郎理事が退任し、翌 16 日付けで長岡壽男参与が理事に任

命されました。 

② 4 月 16 日付けで田中誠常務理事が再任されました。 

③ 9 月 12 日付けで土川健之理事長が再任されました。 

④ 9 月 16 日付けで堀内俊一監事（非常勤）が再任されました。 

⑤ 9 月 18 日付けで石原葵副理事長が再任されました。 
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５．職員の定数及びその増減（平成 20 事業年度末現在） 

職員の定数 前期末比増減 

１，８６１人 －２５人 

 

６．日本中央競馬会の沿革 

競馬会は、国営競馬を引き継いで競馬法（昭和 23 年 7 月 13 日法律第 158 号）に

より競馬を行う特殊法人として、昭和 29 年 7 月 1 日に公布された日本中央競馬会

法により、同年 9 月 16 日に設立されました。 

その後、お客様の大幅な増加、売上規模の飛躍的な拡大等を背景として、平成 3

年に競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律が施行され、①馬主の登録

制度並びに調教師及び騎手の免許制度の改善、②馬主登録等がより公正に行われる

ための審査会の設置、③日本中央競馬会の剰余金を有効に活用するための特別振興

資金及び特別給付資金の新設、④特別振興資金を使用して、競馬場の周辺地域の住

民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図る

ため必要な業務及び畜産振興事業が新設されました。また、単勝式及び複勝式の勝

馬投票の的中者に対し、特別給付金を交付する特別給付業務が新設されました。 

また、競馬の売上げの減少に伴う競馬主催者の厳しい収支の状況にかんがみ、競

馬の実施に関する事務の委託等に係る規制を緩和する等の目的で、競馬法の一部を

改正する法律が平成 17 年から施行されました。この法改正により、①中央競馬の

実施に関する事務を政令で定めるところにより都道府県等に委託すること、②農林

水産大臣の承認を受け、入場料の徴収を行わないことができること、③勝馬投票券

に記載すべき電磁的記録の作成をもってその作成に代えること、等が可能となると

ともに、勝馬投票券の購入等の制限の対象から成年である学生生徒が除外されまし

た。また、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の払戻率が改正され、それに伴

い特別給付業務は平成 16 年末までの分をもって終了しました。 

さらに、平成 17 年 12 月に閣議決定された行政改革の重要方針を実施するととも

に、近年の景気の低迷、趣味や娯楽の多様化等に伴い売上げの減少が続く状況にか

んがみ、平成 19 年に競馬法及び日本中央競馬会法が改正されました。この法改正

により、①規約及び役員の任免等に関する農林水産大臣の関与及び規制の緩和、②

経営委員会の設置等の内部組織の改組のほか、新たなお客様サービスとして払戻金
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の上乗せが可能となりました。 

 

７．根拠法    日本中央競馬会法 

 

８．主務大臣   農林水産大臣 

 

９．経営委員会の概要（平成 20 事業年度末現在） 

経営委員会は、日本中央競馬会法第 8 条の 2 の規定に基づいて設置され、農林水産

大臣が任命する委員 6 人及び理事長の 7 人により構成されています。 

（１）各委員の氏名、任期及び職名等 

氏  名 任  期 職  名  等 

 
岩崎  徹 

  
奥田  碩 
(委員長) 

 
住田 裕子 
 
髙橋 伸子 

 
牧  太郎 

 
米倉 弘昌 
(委員長代理) 
 

 
平成 19 年 9 月 1 日～22 年 8 月 31 日
  
平成 19 年 9 月 1 日～22 年 8 月 31 日
 
 
平成 20 年 3 月 16 日～22 年 8 月 31 日
 
平成 19 年 9 月 1 日～22 年 8 月 31 日
 
平成 19 年 9 月 1 日～22 年 8 月 31 日
 
平成 19 年 9 月 1 日～22 年 8 月 31 日
 

 
札幌大学経済学部教授 
 
トヨタ自動車（株）取締役相談役
 
 
弁護士 
 
生活経済ジャーナリスト 
 
（株）毎日新聞社専門編集委員 
 
住友化学（株）代表取締役社長 
 

（２）経営委員会の開催概要 

① 第 1回経営委員会（1月 17 日） 

・ 日本中央競馬会法第８条の３第２項第６号に該当する経営委員会の議決事項に

ついて 

・ 平成 19 年度中央競馬の実績について 

・ 組織改正等について 

・ ＪＲＡプレミアム及びＪＲＡプラス 10 の実施状況について  等 

② 第 2 回経営委員会（2月 27 日） 

・ 平成 19 年度決算（案）の議決 

・ 平成 20 年度予算実施計画（案）の議決  等 
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③ 第 3 回経営委員会（3月 25 日） 

・ 今後の売上げ増加に向けた取組みについて  等 

④ 第 4 回経営委員会（4月 15 日） 

・ 理事の任命（案）の同意 

・ 競馬の国際化について  等 

⑤ 第 5 回経営委員会（5月 21 日） 

・ 今後の売上げ増加に向けた取組みについて  等 

⑥ 第 6 回経営委員会（6月 11 日） 

・ 競馬会の事業の効率化等について 

・ 日本中央競馬会法第 8条の 3 第 3項に基づく競馬会の経営の目標の達成状況の

評価について  等 

⑦ 第 7 回経営委員会（7月 16 日） 

・ 平成 21 年から 23 年における設備投資中期計画（案）の議決 

・ 中京競馬場スタンド改築工事及び馬場改造工事について（案）の議決  等 

⑧ 第 8 回経営委員会（9月 17 日） 

・ 副理事長の任命（案）の同意 

・ 今後の売上げ増加に向けた取組みについて 

・ 競馬の国際化について  等 

⑨ 第 9 回経営委員会（10 月 16 日） 

・ 平成 20 年度予算実施計画の変更（案）の議決 

・ 平成 21 年度経営目標・事業計画・収支予算について 

・ 日本中央競馬会法第 8条の 3 第 3項に基づく競馬会の経営の目標の達成状況の

評価について  等 

⑩ 第 10 回経営委員会（11 月 18 日） 

・ 平成 21 年度経営目標（案）の決定 

・ 平成 21 年度事業計画（案）の議決 

・ 平成 21 年度収支予算（案）の議決 

・ 日本中央競馬会の競馬の施行等に関する規約の変更（案）の議決 

・ ＪＲＡプレミアム及びＪＲＡプラス 10 について 

・ 日本中央競馬会法第 8条の 3 第 3項に基づく競馬会の経営の目標の達成状況の

評価について  等 
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⑪ 第 11 回経営委員会（12 月 16 日） 

・ 平成 20 年度収支予算書予算総則第 3 条第 1 項に基づく予算額の目間流用

（案）の議決 

・ 平成 20 年度予算実施計画の変更（案）の議決 

・ 平成 20 年度収支予算書予算総則第 4 条に基づく予算残額の繰越し（案）の議

決  等 

⑫ 第 12 回経営委員会（12 月 26 日） 

・ 日本中央競馬会職員給与規程の変更（案）の議決 

（３）委員の異動 

2 月 2 日に山之内三紀子委員が逝去。その後任として、住田裕子氏が 3 月 16 日付

けで委員に任命されました。 

 

１０．運営審議会の概要（平成 20 事業年度末現在） 

日本中央競馬会法第 16 条の規定により、競馬会の業務の執行に関する重要事項を

調査審議するため、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する者から成る運営審

議会が設置されています。 

（１）各委員の氏名、任期及び職名等 

氏  名 任  期 職  名  等 

 
荒木 正博 

 
井口 保子 

 
瓜林 裕治 

 
筧  正三 

 
国本 哲秀 

 
近藤 利一 

 
柴田 善臣 

 
外山みどり 

 
中村  均 

 
松本 好雄 

 

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 20 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日

 
平成 19 年 9 月 16 日～21 年 9 月 15 日
 

 
日高軽種馬農業協同組合 

代表理事組合長 
競馬ジャーナリスト 
 
(株)NHK 情報ネットワーク 
番組制作・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送担当取締役 

(財)たばこ総合研究センター 
            理事長 
東日本馬主協議会 会長理事 
 
西日本馬主協議会 議長 
 
日本騎手クラブ 会長 
 
学習院大学  文学部教授 
 
(社)日本調教師会 会長 
 
日本馬主協会連合会 会長理事 

 

 

 



- 54 - 

（２）運営審議会の開催概要 

① 第 1回運営審議会（ 2 月 21 日） 

・平成 19 事業年度決算（案）について 

② 第 2回運営審議会（11 月 14 日） 

・平成 21 年度事業計画（案）について 

・平成 21 年度予算（案）ついて 

・日本中央競馬会の競馬の施行等に関する規約の一部を改正する規約（案）及び日

本中央競馬会競馬施行規程の一部を改正する通達（案）について 

（３）委員の異動 

 9 月 15 日付けで毛利喜昭委員が退任し、翌 16 日付けで国本哲秀氏が委員に任命さ

れました。 

 

１１．公正審査会議の概要（平成 20 事業年度末現在） 

日本中央競馬会法第 20 条の規定に基づき、馬主の登録・抹消、調教師及び騎手の

免許・取消し、行政不服審査法による異議申立てに対する決定などについて意見を聴

取するため、理事長が公正審査委員を任命し、委員による公正審査会議を開催しまし

た。 

（１）各委員の氏名、任期及び経歴 

氏 名 任  期 経  歴 

 
岡本 金彌 
 
頃安 健司 
 
酒井 啓子 
 
白石 真澄 
 
那部 吉正 
 
野田 哲也 
 
林  則清 

 
平成 19 年 9 月 7 日～21 年 9 月  6 日 

 
平成 19 年 9 月 7 日～21 年 9 月  6 日 

 
平成 19 年 9 月 7 日～21 年 9 月  6 日 

 
平成 19 年 9 月 7 日～20 年 12 月 31 日 

 
平成 19 年 9 月 7 日～21 年 9 月  6 日 

 
平成 19 年 9 月 7 日～21 年 9 月  6 日 

 
平成 19 年 9 月 7 日～21 年 9 月  6 日 

 

 
日本中央競馬会 副理事長 
 
大阪高等検察庁 検事長 
 
東京外国語大学大学院 

地域文化研究科教授 
関西大学政策創造学部教授 
 
㈱産経新聞社 取締役 
 
内閣法制局第四部長 
 
警察庁刑事局長 
 

（２）公正審査会議の開催概要 

第 1回（ 1月18日） ・クラブ法人の概要について 

 ・法人馬主の限定的代表者の限定解除について（1件） 
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第 2回（ 2月13日） ・平成20年度調教師・騎手免許について 

 ・馬主登録拒否処分異議申立てに対する決定について 

 ・組合馬主の組合員の追加について（1件） 

第 3回（ 3月21日） ・クラブ法人馬主登録審査基準関連事項について 

 ・軽種馬生産法人の代表者変更について（1件） 

 ・相続馬限定の馬主登録について（3件） 

第 4回（ 4月 8日） ・第1回馬主登録に関する審査について（27件） 

 ・組合馬主の組合員の変更について（2件） 

第 5回（ 5月16日） ・本邦外居住者の馬主登録について 

第 6回（ 6月20日） ・「行政不服審査法」及び「行政手続法」改正に伴う、 

 異議申立て手続きの変更点等について 

 ・相続馬限定の馬主登録について（1件） 

第 7回（ 7月11日） ・第2回馬主登録に関する審査について（41件） 

 ・法人馬主の馬主登録取消しについて（1件） 

 ・相続馬限定の馬主登録について（3件） 

第 8回（ 9月19日） ・裁決業務について 

 ・本邦外居住者の馬主登録の見直しについて 

 ・相続馬限定の馬主登録について（3件） 

 ・法人馬主の限定的代表者の限定解除について（1件） 

第 9回（10月17日） ・本邦外居住者の馬主登録の見直しについて 

第10回（11月 7日） ・第3回馬主登録に関する審査について（28件） 

 ・相続馬限定の馬主登録について（1件） 

第11回（12月19日） ・本邦外居住者の馬主登録の見直しについて 

 ・法人馬主の代表者変更について（1件） 

 ・相続馬限定の馬主登録について（2件） 

（３）委員の異動 

 12 月 31 日付けで白石真澄委員が退任されました。 
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Ⅳ 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する事項 (平成 20 事業年度末

現在) 

１．子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況 

「日本中央競馬会法施行規則」（昭和 29 年農林省令第 56 号）第 8 条の 2 第 3 号に定

める「子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等」の状況は以下のとおりです。 

（１）子会社：ＪＲＡシステムサービス㈱、ＪＲＡファシリティーズ㈱、日本馬匹輸送自

動車㈱、㈱中央競馬ピーアール・センター、日本スターティング・システム㈱、競馬

セキュリティサービス㈱ 

（２）関連会社：なし 

（３）関連一般社団法人等：（財）競走馬理化学研究所、（財）中央競馬馬主社会福祉財団、

（財）競馬保安協会、（財）日本軽種馬登録協会、（財）馬事文化財団、（財）軽種馬

育成調教センター、（財）全国競馬・畜産振興会、（財）競馬国際交流協会、（財）競

馬・農林水産情報衛星通信機構、（財）三木山人と馬とのふれあいの森協会、（財）競

馬共助会、（財）日本中央競馬会弘済会 

 

【日本中央競馬会と子会社及び関連一般社団法人等との関係を示した図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 

本 

中 

央 

競 

馬 

会 

【競馬会が直接出資している会社】

○JRA システムサービス㈱ 

○JRA ファシリティーズ㈱ 

○日本馬匹輸送自動車㈱ 

○㈱中央競馬ピーアール・センター

○日本スターティング・システム㈱

【子会社が出資している会社】

○競馬セキュリティサービス㈱

【基本財産に対して競馬会が出捐している法人】 

○㈶競走馬理化学研究所     ○㈶軽種馬育成調教センター 

○㈶中央競馬馬主社会福祉財団  ○㈶全国競馬・畜産振興会 

○㈶競馬保安協会        ○㈶競馬国際交流協会 

○㈶日本軽種馬登録協会     ○㈶競馬・農林水産情報衛星通信機構 

○㈶馬事文化財団        ○㈶三木山人と馬とのふれあいの森協会 

【基本財産に対して競馬会の出捐がない法人】 

○㈶競馬共助会         ○㈶日本中央競馬会弘済会   
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２．子会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、  

日本中央競馬会の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び日本中央競馬会と

の関係 

子会社の名称・住所 

代表者の氏名 

資本金 

競馬会の議決権所有割合 

 

 

主な事業内容 

 

 

売上高 

当期純利益

利益剰余金

(Ｈ19 決算額)

役員数

(うち常勤)

従業員数

競馬会との関係 

ア 売上高中の競馬会との取引額 

（Ｈ19実績） 

イ 競馬会との重要な取引の概要 

ウ 競馬会役員の兼任状況 

(百万円) (人)

ＪＲＡシステムサービス㈱ 

【平成 19 年 10 月設立】 

東京都江東区永代 1-14-5 

代表取締役社長 大井 俊雄 

５００，０００千円 

５４．５％（子会社を含めた議決

権の所有割合１００％） 

・トータリゼータシステム及び

各種情報処理システム並びに

それらのシステムに関連する

機器の運用及び保守整備 

・競馬に関する情報の提供 

・各種機器・車両及び競馬用諸

設備の売買及び賃貸借並びに

それらに付帯する物品の売買

及び賃貸借 

２８，４１０

３，２７０

６，６３６

 

１４ 

（１３）

５４７ 

 

ア ２６，８７０百万円 

イ ・トータリゼータシステム等

の運用保守管理業務 

・トータリゼータシステム等

のソフトウェア開発業務 

・競馬に関する情報の提供シ

ステムの運用業務 

・電子計算機等のリース業務 

ウ なし 

ＪＲＡファシリティーズ㈱ 

【平成 19 年 10 月設立】 

東京都港区新橋 4-5-4 

代表取締役社長 祢津 哲哉 

３００，０００千円 

９４．９％（子会社を含めた議決

権の所有割合１００％） 

・建物、馬場、造園及び各種設

備の保守管理並びに関連資材

の販売 

・施設等の清掃、環境衛生、防

疫、廃棄物の管理及び警備 

・出走馬一覧表等各種刊行物の

版下作成 

・飼糧、敷料及び添加物等の輸

入並びに販売 

・損害保険代理業及び生命保険

の募集等 

１６，９８７

 ４，８５１

７，１５３

１５ 

（１３）

４７５ 

ア １３，６４０百万円 

イ ・競馬場その他諸施設の清掃

業務 

・レーシングプログラム、出

馬表及び成績表制作業務 

・競馬場等の馬場等施設の保

守管理業務 

・競馬場等の諸施設の損害保

険代理業務 

ウ なし 

日本馬匹輸送自動車㈱ 

【昭和 22 年 8 月設立】 

東京都港区新橋 4-5-4 

代表取締役社長 栗山 洋資 

３６，０００千円 

１００％ 

・競走馬の輸送 

 ２，２１４

６０

１，２８６

   ５ 

（４）

８２ 

ア ２，１８７百万円 

イ ・競走馬輸送業務 

ウ なし 

㈱中央競馬ピーアール・センター

【昭和 53 年 10 月設立】 

東京都港区新橋 4-5-4 

代表取締役社長 石井 秀司 

２０，０００千円 

６４．３％（子会社を含めた議決

権の所有割合１００％） 

・競馬及び馬文化等に関する図

書及び印刷物の企画、編集、

制作、出版及び販売 

・競馬及び馬文化等に関する映

像業務、音声業務並びにその

機器の運用、開発、販売、賃

貸及び保守整備 

・競馬及び馬文化等に関する各

種情報の収集及び提供 

６，９４４

     ８

１，４６７

   ５ 

（３）

１１４ 

ア ３，７９０百万円 

イ ・映像伝送ネットワークシス

テム運用保守管理業務 

・競馬実況中継業務 

・広報コーナー等運営業務 

ウ なし 

日本スターティング・システム㈱

【昭和 40 年 9 月設立】 

東京都港区新橋 4-5-4 

代表取締役社長 大野 良三 

１０，０００千円 

９８．４％ 

・発馬機及びその周辺機器等の

運用並びに保守整備 

・発馬機及びその周辺機器の賃

貸並びに販売 

・競走馬の発走に関する補助 

１，５４６

△０

△１４９

  ５ 

（３）

７３ 

ア １，５１８百万円 

イ ・発馬機作業及び機材輸送業

務 

ウ なし 

競馬セキュリティサービス㈱ 

【平成 4 年 11 月設立】 

東京都港区虎ノ門 1-22-12 

代表取締役社長 今野 雄三 

１００，０００千円 

０％（子会社を含めた議決権の所

有割合１００％） 

・総合警備保障業務 

・労働者派遣事業 

 

 ４，５２４

△７３

１，７８７

  ５ 

（３）

１４６ 

ア ４，１２５百万円 

イ ・競馬場その他諸施設の常駐

警備業務 

・中央競馬開催日の場内・交

通・出走馬警備業務 

ウ なし 



- 58 - 

※ ＪＲＡシステムサービス㈱は、日本トータリゼータ㈱（＝存続会社）・㈱ターフ・メディア・システム・日本レー

シングリース㈱の３社が、平成１９年１０月１日に合併したものです。 
※ ＪＲＡファシリティーズ㈱は、共栄商事㈱（＝存続会社）・日本競馬施設㈱・競馬飼糧㈱・新和サービス㈱の４

社が、平成１９年１０月１日に合併したものです。 

※ ＪＲＡシステムサービス㈱及びＪＲＡファシリティーズ㈱の「売上高」、「当期純利益」、「利益剰余金」、「売上高

中の競馬会との取引額」については、期中に合併した関係上、合併日以前の消滅会社の数値は含まれていません。 

 
（参考）合併日以前の消滅会社の「売上高」「当期純利益」「利益剰余金」「売上高中の競馬会との取引額」 

（平成 19 年 1 月～9月） 

会社名 

売上高 

当期純利益 

利益剰余金 

(Ｈ19 決算額) 

売上高中の競馬会との取引額 

（Ｈ19 実績） 

(百万円) (百万円) 

㈱ターフ・メディア・システム 
３，６００ 

    ４６９ 

２，８８８ 

１，１２３ 

日本レーシングリース㈱ 

１１，８３４ 

    ４７６ 

１０，１８７ 

３，６８１ 

日本競馬施設㈱ 

  ７，９９７ 

    ２７５ 

４，１１８ 

７，８３４ 

競馬飼糧㈱ 

１，８４８ 

△６１ 

５２９ 

１１７ 

新和サービス㈱ 

     ８５ 

      ８ 

３９５ 

１９ 
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３．関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、

職員数及び日本中央競馬会との関係 

関連一般社団法人等の名称・住所

代表者の氏名 

基本財産 

基本財産中の競馬会出捐割合 

 

 

主な事業内容 

 

 

年間収入 

(Ｈ19 決算額)

役員数

(うち常勤)

職員数

競馬会との関係 

ア 年間収入中の競馬会支出額 

（Ｈ19実績）

イ 競馬会の業務との関係及び 

競馬会との重要な取引の概要 

ウ 競馬会役員の兼任状況 

(百万円) (人)

（財）競走馬理化学研究所 

【昭和40年8月設立】 

栃木県宇都宮市鶴田町1731-2 

理事長 西村 啓二 

１，０３０，０００千円 

９９．４％ 

・競走馬に施用される薬品及び

薬剤の検査及び研究 

・騎手に施用され、又は騎手が

使用する薬品及び薬剤の検査

及び研究 

・馬の親子判定及び個体識別に

係る検査及び研究 

・農畜産物等に使用される薬品

及び薬剤等の検査及び研究 

１，１９３

 

   ６ 

（３）

３３ 

 

ア ４９２百万円 

イ 日本中央競馬会競馬施行規程

に定める競走馬に係る薬物検出

機関 

・競走馬薬物検査業務 

・薬物検査法の開発に関する研

究委託業務 

ウ なし 

（財）中央競馬馬主社会福祉財団

【昭和 44 年 10 月設立】 

東京都港区虎ノ門 4-1-21 

理事長  小川 諄 

５，５００，０００千円 

０． １％ 

（設立時における割合は５０％）

・社会福祉を目的とする事業に

対する助成 

・国又は地方公共団体が後援等

を行っている公益事業に対す

る助成 

・中央競馬関係者の福利厚生の

向上のための事業 

１，５２４

１４ 

（１）

   ８ 

ア なし 

イ 競馬会が馬主に交付した競馬

賞金の一部を使用してその事業

を実施 

ウ 理事（非常勤） 土川 健之 

（競馬会理事長） 

理事（非常勤） 佐藤 浩二 

（競馬会常務理事） 

（財）競馬保安協会 

【昭和46年5月設立】 

東京都千代田区九段南4-7-16 

理事長  田林 均 

１０，０００千円 

５０％ 

・競馬の公正確保のために必要

な調査並びに情報及び資料の

収集 

・競馬の公正確保のために必要

な研究 

２，２６５

 ６ 

（５）

１９２ 

ア ２，１４７百万円 

イ 競馬の公正確保上必要な調査

等を実施 

ウ なし 

（財）日本軽種馬登録協会 

【昭和46年7月設立】 

東京都港区新橋4-5-4 

理事長  田家 邦明 

１４０，８３０千円 

７．１％ 

（設立時における割合は５０％）

・軽種馬の登録 

・軽種馬の登録証明書の発行 

・軽種馬の登録書その他関係図

書の刊行 

７０８

１０ 

（３）

３０ 

ア ３３１百万円 

イ 競馬会の行う馬の登録の基礎

となる軽種馬の血統登録等を実

施 

ウ 理事（非常勤） 水野 豊香 

（競馬会理事） 

（財）馬事文化財団 

【昭和51年4月設立】 

神奈川県横浜市中区根岸台1-3 

理事長  田村 正明 

５２，０００千円 

９６．２％ 

・馬に関する文献、標本、写

真、フィルム等の博物資料

（以下「馬事博物資料」）の

収集、保管及び展示 

・馬事博物資料に関する印刷物

の編集及び刊行 

・根岸競馬記念公苑の馬の博物

館その他施設の管理運営 

９９４

  ８ 

（４）

２２ 

ア ４３５百万円 

イ 根岸競馬記念公苑「馬の博物

館」及び東京競馬場「ＪＲＡ競

馬博物館」の管理運営等を実施 

ウ なし 

（財）軽種馬育成調教センター 

【平成3年3月設立】 

東京都府中市日吉町1-1 

理事長  伊藤 克己 

４，０５５，８００千円 

９８．６％ 

・軽種馬の競走能力の向上等に

関する調査研究 

・育成調教技術者の養成 

・共同利用に供する育成調教施

設の運営・管理 

８９８

   ７ 

（３）

５４ 

ア ６８５百万円 

イ 日高育成牧場の日高育成総合

施設軽種馬育成調教場の管理運

営等を実施 

・日高育成総合施設調教管理及

び施設保守管理業務 

ウ なし 
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関連一般社団法人等の名称・住所

代表者の氏名 

基本財産 

基本財産中の競馬会出捐割合 

 

 

主な事業内容 

 

 

年間収入 

(Ｈ19 決算額)

役員数

(うち常勤)

職員数

競馬会との関係 

ア 年間収入中の競馬会支出額 

（Ｈ19実績）

イ 競馬会の業務との関係及び 

競馬会との重要な取引の概要 

ウ 競馬会役員の兼任状況 

(百万円) (人)
（財）全国競馬・畜産振興会 

【平成3年10月設立】 

東京都港区西新橋1-1-19 

会 長  岩崎 充利 

４，０００，０００千円 

１００％ 

・競馬に関する情報提供 

・競馬の健全な発展を図るため

の事業に対する助成 

・畜産の振興に資するための事

業等に対する助成 

１１，４４５

 

   ９ 

（５）

１５ 

 

ア ９，４３６百万円 

イ 競馬に関する情報提供を行う

競馬振興会館の管理運営を行う

とともに、競馬の健全な発展を

図るための事業並びに畜産振興

事業等に対する助成等を実施 

ウ なし 

（財）競馬国際交流協会 

【平成5年4月設立】 

東京都港区西新橋1-1-19 

理事長  小池 尚明 

４，０５５，２００千円 

９８．６％ 

・海外における競馬に関する情

報の収集及び提供 

・我が国の競馬に関する情報の

海外への提供 

・競馬の施行、競走馬の育成に

関する海外の競馬関係者との

技術の交流 

３４１

   ９ 

（３）

 ９ 

ア ９２百万円 

イ 競馬会が必要とする海外にお

ける競馬に関する情報の収集・

提供等を実施 

ウ なし 

（財）競馬・農林水産情報衛星 

通信機構 

【平成5年9月設立】 

東京都江東区永代1-14-5 

理事長  山﨑 毅紀 

４，１００，０００千円 

９７．６％ 

・競馬及び農林水産業に関する

通信衛星を利用した委託放送

業務 

・競馬・農林水産関係者に対す

る通信衛星を利用した各種情

報の伝送役務の提供及び利用

の調整 

・競馬・農林水産関係者が通信

衛星を利用して伝送するため

の各種情報の制作及びその支

援 

４，９３９

  １２ 

（５）

２４ 

ア ２６４百万円 

イ 通信衛星を利用した中央競馬

関連の映像情報に関する番組制

作、配信等を実施（グリーンチ

ャンネル） 

・中央競馬関連情報番組制作配

信業務 

・業務用映像伝送配信業務 

ウ なし 

（財）三木山人と馬とのふれあい

の森協会 

【平成6年6月設立】 

兵庫県三木市別所町高木 

三木ホースランドパーク 

理事長  増田 純一 

２００，０００千円 

５０．０％ 

・野外、体験活動等による交流

事業の実施 

・馬事に関する普及啓発 

・乗馬施設等馬事に関する施設

の整備及び維持管理 

４２２

   ８ 

（２）

１８ 

ア ２１１百万円 

イ 兵庫県三木市における乗馬施

設等馬事に関する施設の管理運

営等を実施 

ウ 理事（非常勤） 水野 豊香 

（競馬会理事） 

（財）競馬共助会 

【昭和23年9月設立】 

東京都港区西新橋1-1-19 

会 長  武田 暁朗 

１，５００，０００千円 

なし 

 

・厩舎関係者等に対する福利厚

生に関する事業 

・診療所及び厚生会館の運営 

・競馬愛好者の利便に資するた

めの厚生施設の管理・運営 

・競馬文化発展に資する事業 

 

７，７２３

１２ 

（３）

８４ 

ア ８７６百万円 

イ 中央競馬厩舎関係者の福利厚

生団体 

・競馬場の食堂売店管理業務 

ウ 理事（非常勤） 畑山 光伸 

（競馬会理事） 

（財）日本中央競馬会弘済会 

【昭和39年12月設立】 

東京都港区新橋4-5-4 

会 長  武部 俊一 

１，６００，０００千円 

なし 

・畜産に関する調査研究及び資

料の収集 

・中央競馬の健全な発展に関す

る協力 

・職員の福利厚生に関する事業

１，７５４

１２ 

（２）

２７ 

ア ８９百万円 

イ 競馬会職員の福利厚生団体 

・地元開放施設の管理運営業務

ウ なし 
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Ⅴ 日本中央競馬会が対処すべき課題 

１．閣議決定 

（１）「特殊法人の整理合理化について」（平成 7年 2月 24 日閣議決定） 

地方競馬との交流競走の拡大を図るとともに、通信衛星による競馬映像情報の提供、

地方競馬場における中央競馬の勝馬投票券の発売等をすすめることにより、ファンサ

ービスの改善と地方競馬への支援に努める。また、勝馬投票券の発売・払戻の自動化

等により勝馬投票業務効率化に努める。 

 

（２）「特殊法人等整理合理化計画」（平成 13 年 12 月 19 日閣議決定） 

管理経費・競走事業費の削減など更なる事業の効率化を図る。その一環として、公

正確保と両立させつつ、一般競争入札等の範囲を大幅に拡大するとともに、関係会社

等に対する委託費等を削減する。 

  

（３）「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定） 

① 助成金交付事業 

ア） 当事業の透明性向上のためにこれまで講じている外部有識者委員会による助

成事業の選定・評価、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定

の準用等に加え、助成事業の評価結果を全面的に公表する仕組みを導入する。 

イ） 国の畜産関係補助金との役割分担を明確化する。 

② 中央競馬関係事業 

ア） 競争性のある契約のうち競馬の公正・中立性の確保上支障のない契約につい

ては、そのすべての契約を、平成 22 年までのできる限り早い時期に競争入札

に移行させる。 

イ） 子会社・関係会社の組織・事業の再編・統廃合を実施する。 

ウ） 入札結果・経営内容等の情報開示を一層進める。 

③ その他 

   ア） 外部監査を導入する。 
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④ 組織 

   ア）組織運営について、一層の効率化を図るため、次の措置を講ずる。 

ⅰ） 競馬の公正・中立性の確保上支障のない範囲において主務大臣の関与・規

制の緩和 

ⅱ） 内部組織として学識経験者等で構成される中立性を有する機関の設置 

ⅲ） 当該機関による定量的な経営目標の設定及び業績評価の実施 

ⅳ） 当該経営目標の公表及び当該業績評価の結果の公表 

ⅴ） 経営不調時における役員解任規定導入 

 

２．「特殊法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告（日本中央競馬会）」 

（平成 14 年 1 月 18 日総務大臣から農林水産大臣へ勧告） 

支出の見直しについて 

（１）経費の節減等 

① 施設整備の抑制 

② 施設利用料の適正化 

③ 子会社等との契約の見直し 

④ 窓口業務の自動化に伴う要員縮減の推進 

⑤ 競走事業費の支出の抑制 

（２）ウインズの新設の抑制と運営の効率化 

（３）抽せん馬制度の見直し 

   

３．「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の施行に伴う情報公開への適

切な対応（平成 14 年 10 月 1 日法律施行） 

 



 
（ 別 表 ） 
 
 １．開催競馬場別開催実績 

  回 数 日  数  競 走 回 数  出 走 延 頭 数 入 場 人 員  発   売   金   額  

札 幌     ２ 回   １６ 日     １９２ 競走     ２，４１０ 頭 ２０９，９３３ 名 ８８，６４４，０１０，６００ 円 

函 館     ２   １６      １９２     ２，３８０ １０８，３４７ ８９，８８３，１０８，４００    

福 島     ３   ２４      ２８８     ４，２７５ ３０９，３８５ １３０，９５１，０３７，２００    

新 潟     ３   ２４      ２８８     ４，３１７ ３６４，８８１ １７０，０５３，３１７，１００    

中 山     ５   ４０      ４７９     ７，０１１ １，４３１，１４３ ４９６，７１２，４６７，８００    

東 京    ５   ４０      ４７９     ７，２０３ １，９２７，１５０ ５７２，９５６，１６２，９００    

中 京     ３   ２４      ２８８     ４，５１８ ４９４，０２６ １５６，３０２，６５７，２００    

京 都     ５   ４０      ４７８     ６，９５３ １，２３９，３４０ ４６７，４７５，３２６，８００    

阪 神     ５   ４０      ４８０     ６，８９１ １，０２３，８６９ ４２５，８３１，２２４，５００    

小 倉     ３   ２４      ２８８     ４，２５７ ２８１，６７５ １５７，４８８，３４７，５００    

計  ３６    ２８８  ３，４５２    ５０，２１５ ７，３８９，７４９ ２，７５６，２９７，６６０，０００    

 
 ２．競走成績 

競  走  回  数 
サラブレッド系

一般競走  特別競走  重賞競走  合  計  

出走延頭数 出走実頭数 １競走平均出走頭数 

２  歳      ４９３回     ４０ 回     １１ 回     ５４４ 回     ７，３００ 頭     ２，６９２ 頭      １３．４ 頭 
 

３歳以上    １，９１９    ７４７    １１０   ２，７７６    ４１，１５６     ８，０４８      １４．８ 

障  害      １１３      ９     １０     １３２     １，７５９       ５８１      １３．３ 

合  計    ２，５２５    ７９６    １３１   ３，４５２    ５０，２１５   ※１０，９９８      １４．５ 

  ※ 平地競走と障害競走の両方に出走した馬の数は、３２３頭。   


